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(57)【要約】
ＳＵＰＬベースの位置情報システムを利用したローミン
グ方法及びシステムに関し、本発明の態様により、目的
端末の位置情報が要求される場合、前記目的端末と前記
目的端末に関連した訪問ネットワーク間にＴＣＰ接続を
設定する段階と、前記目的端末又は前記訪問ネットワー
クのロケーションサーバが前記目的端末と前記目的端末
のホームネットワーク間のＴＣＰ接続を設定せずに、前
記設定されたＴＣＰ接続により前記目的端末の前記位置
情報を取得する段階とを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的端末の位置情報が要求される場合、前記目的端末と該目的端末に関連した訪問ネッ
トワークとの間にＴＣＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）接続を設定する段階と、
　前記目的端末又は前記訪問ネットワークにあるロケーションサーバが、前記目的端末と
該目的端末のホームネットワークとの間のＴＣＰ接続なしに、前記設定されたＴＣＰ接続
により前記目的端末の位置情報を取得する段階と
を含むことを特徴とする目的端末の位置情報取得方法。
【請求項２】
　前記目的端末は、ＳＥＴ（ＳＵＰＬ　Ｅｎａｂｌｅｄ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）であり、前
記訪問ネットワークにある前記ロケーションサーバは、Ｖ－ＳＬＰ（ｖｉｓｉｔｅｄ　Ｓ
ＵＰＬ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｐｌａｔｆｏｒｍ）であることを特徴とする請求項１に記載
の目的端末の位置情報取得方法。
【請求項３】
　前記設定段階で、前記目的端末と前記Ｖ－ＳＬＰ間に前記ＴＣＰ接続が設定され、前記
取得段階で、前記目的端末と前記ホームネットワークのＨ－ＳＬＰ（ｈｏｍｅ　ＳＵＰＬ
　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｐｌａｔｆｏｒｍ）間にはＴＣＰ接続が存在しないことを特徴とす
る請求項２に記載の目的端末の位置情報取得方法。
【請求項４】
　前記設定段階は、
　前記Ｈ－ＳＬＰが前記Ｖ－ＳＬＰのＶ－ＳＰＣ（ｖｉｓｉｔｅｄ　ＳＵＰＬ　ｐｏｓｉ
ｔｉｏｎｉｎｇ　ｃｅｎｔｅｒ）のアドレス情報を取得する段階と、
　前記取得されたアドレス情報を前記目的端末に伝送する段階と、
　前記目的端末が前記取得されたアドレス情報を利用して前記目的端末と前記Ｖ－ＳＰＣ
間のＴＣＰ接続を設定する段階とを含むことを特徴とする請求項３に記載の目的端末の位
置情報取得方法。
【請求項５】
　前記アドレス情報は、前記Ｖ－ＳＰＣのアドレス及びポート番号を含むことを特徴とす
る請求項４に記載の目的端末の位置情報取得方法。
【請求項６】
　前記アドレス情報を取得する段階は、
　前記Ｖ－ＳＬＰのＶ－ＳＬＣ（ｖｉｓｉｔｅｄ　ＳＵＰＬ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃｅｎ
ｔｅｒ）が前記Ｈ－ＳＬＰからローミング位置要求メッセージを受信する段階と、
　前記Ｖ－ＳＬＣと前記Ｖ－ＳＰＣ間の通信により前記Ｖ－ＳＬＰを内部的に初期化する
段階と、
　前記Ｖ－ＳＬＣが前記ローミング位置要求メッセージに対する応答メッセージを送信す
る段階とを含むことを特徴とする請求項４に記載の目的端末の位置情報取得方法。
【請求項７】
　前記ローミング位置要求メッセージは、前記要求に関する位置測定セッションのＩＤを
含み、前記応答メッセージは、前記Ｖ－ＳＰＣのアドレス及びポート番号を含むことを特
徴とする請求項６に記載の目的端末の位置情報取得方法。
【請求項８】
　前記取得段階は、
　前記目的端末又は前記Ｖ－ＳＬＰが、前記目的端末と前記Ｖ－ＳＬＰ間の通信を用いて
前記目的端末の前記位置情報を測定する段階を含むことを特徴とする請求項２に記載の目
的端末の位置情報取得方法。
【請求項９】
　外部エージェントが前記位置情報を要求した場合、前記Ｖ－ＳＬＰが前記測定された位
置情報を取得し、前記方法は、



(3) JP 2008-512928 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

　前記Ｖ－ＳＬＰが前記測定された位置情報を取得した後、前記目的端末と前記Ｖ－ＳＬ
Ｐ間のＴＣＰ接続を解除する段階をさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の目的端
末の位置情報取得方法。
【請求項１０】
　前記Ｖ－ＳＬＰが前記ホームネットワークで前記外部エージェントに前記測定された位
置情報を伝送する段階をさらに含むことを特徴とする請求項９に記載の目的端末の位置情
報取得方法。
【請求項１１】
　前記目的端末が前記位置情報を要求した場合、前記目的端末が前記測定された位置情報
を取得し、前記方法は、
　前記目的端末が前記測定された位置情報を取得した後、前記目的端末と前記Ｖ－ＳＬＰ
間のＴＣＰ接続を解除する段階をさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の目的端末
の位置情報取得方法。
【請求項１２】
　目的端末が該目的端末のホームロケーションサーバから前記目的端末に関する訪問ロケ
ーションサーバのアドレス情報を含むＳＵＰＬ初期化（ｉｎｉｔｉａｔｅ）メッセージを
受信する段階と、
　前記受信されたアドレス情報に基づいて前記訪問ロケーションサーバとＴＣＰ接続を設
定する段階と、
　前記目的端末の位置情報を取得するために前記設定されたＴＣＰ接続により前記訪問ロ
ケーションサーバとセッションを実行する段階と
を含むことを特徴とするＳＥＴの位置情報取得方法。
【請求項１３】
　前記ホームロケーションサーバは、前記目的端末のホームネットワークのＨ－ＳＬＰで
あり、前記訪問ロケーションサーバは、前記目的端末の訪問ネットワークのＶ－ＳＬＰで
あることを特徴とする請求項１２に記載のＳＥＴの位置情報取得方法。
【請求項１４】
　前記実行段階は、
　前記目的端末と前記Ｖ－ＳＬＰ間の通信により、前記目的端末又は前記Ｖ－ＳＬＰが前
記目的端末の前記位置情報を測定する段階を含むことを特徴とする請求項１３に記載のＳ
ＥＴの位置情報取得方法。
【請求項１５】
　前記ＳＵＰＬ初期化メッセージは、前記セッションのＩＤ及び位置追跡方法パラメータ
情報をさらに含むことを特徴とする請求項１２に記載のＳＥＴの位置情報取得方法。
【請求項１６】
　前記設定段階の後及び前記実行段階の前に、前記実行段階のために前記Ｖ－ＳＬＰをセ
ットアップするために、前記目的端末が前記Ｖ－ＳＬＰに前記セッションのＩＤ及び前記
目的端末の性能情報を含む位置測定初期化（ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｃａｌｃｕｌａｔ
ｉｏｎ　ｉｎｉｔｉａｔｅ）メッセージを送信する段階をさらに含むことを特徴とする請
求項１３に記載のＳＥＴの位置情報取得方法。
【請求項１７】
　前記実行段階の後、前記目的端末と前記Ｖ－ＳＬＰ間のＴＣＰ接続を解除する段階をさ
らに含むことを特徴とする請求項１３に記載のＳＥＴの位置情報取得方法。
【請求項１８】
　前記Ｖ－ＳＬＰは、Ｖ－ＳＬＣ及びＶ－ＳＰＣを含み、前記方法は、
　前記受信段階の前に、前記Ｈ－ＳＬＰが前記Ｖ－ＳＬＣにセッションＩＤ及び前記目的
端末のＩＤを含むＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲ（ｒｏａｍｉｎｇ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ　ｓｔａｎｄａｒｄ　ＳＵＰＬ　ｒｏａｍｉｎｇ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕ
ｅｓｔ）メッセージを送信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載のＳ
ＥＴの位置情報取得方法。
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【請求項１９】
　前記ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージを送信する段階の後、前記Ｖ－ＳＬＣと前記Ｖ－
ＳＰＣ間で前記Ｖ－ＳＰＣのアドレス及びポート番号を含む少なくとも１つのメッセージ
を送受信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１８に記載のＳＥＴの位置情報取
得方法。
【請求項２０】
　前記送受信段階の後、前記Ｖ－ＳＬＣから前記Ｈ－ＳＬＰにセッションＩＤ、前記Ｖ－
ＳＰＣのアドレス、及びポート番号を含むＲＬＰ応答メッセージを送信し、前記ＲＬＰ　
ＳＳＲＬＩＲメッセージに応答する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１９に記載
のＳＥＴの位置情報取得方法。
【請求項２１】
　目的端末のホームロケーションサーバとＴＣＰ接続を設定し、前記ＴＣＰ接続により前
記目的端末に関する訪問ロケーションサーバのアドレス情報を取得した後、前記ホームロ
ケーションサーバとのＴＣＰ接続を解除する段階と、
　前記ホームロケーションサーバとのＴＣＰ接続が解除された後、前記取得されたアドレ
ス情報に基づいて前記訪問ロケーションサーバとＴＣＰ接続を設定し、前記訪問ロケーシ
ョンサーバとのＴＣＰ接続により前記目的端末の位置情報を取得した後、前記訪問ロケー
ションサーバとのＴＣＰ接続を解除する段階と
を含むことを特徴とするＳＥＴのためのローミング方法。
【請求項２２】
　前記ホームロケーションサーバは、Ｈ－ＳＬＰであり、前記訪問ロケーションサーバは
、Ｖ－ＳＬＰであることを特徴とする請求項２１に記載のＳＥＴのためのローミング方法
。
【請求項２３】
　前記位置情報を取得する段階は、
　位置情報を取得するセッションのＩＤと前記目的端末の性能情報を含む位置測定初期化
メッセージを前記Ｖ－ＳＬＰに送信する段階を含むことを特徴とする請求項２２に記載の
ＳＥＴのためのローミング方法。
【請求項２４】
　前記位置情報を取得する段階は、
　前記目的端末と前記Ｖ－ＳＬＰ間の通信により前記目的端末の前記位置情報を測定する
段階をさらに含むことを特徴とする請求項２３に記載のＳＥＴのためのローミング方法。
【請求項２５】
　前記目的端末の前記ホームロケーションサーバとのＴＣＰ接続を設定する段階は、
　前記目的端末が前記目的端末の位置情報を要求するときに行われることを特徴とする請
求項２１に記載のＳＥＴのためのローミング方法。
【請求項２６】
　前記Ｖ－ＳＬＰは、Ｖ－ＳＬＣとＶ－ＳＰＣを含み、前記方法は、
　セッションＩＤと前記目的端末のＩＤを含むＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージを前記Ｈ
－ＳＬＰから前記Ｖ－ＳＬＣに送信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項２２に
記載のＳＥＴのためのローミング方法。
【請求項２７】
　前記ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージを送信する段階の後、前記Ｖ－ＳＬＣとＶ－ＳＰ
Ｃと間で前記Ｖ－ＳＰＣのアドレスとポート番号を含む少なくとも１つのメッセージを送
受信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項２６に記載のＳＥＴのためのローミン
グ方法。
【請求項２８】
　前記送受信段階の後、前記Ｖ－ＳＬＣから前記Ｈ－ＳＬＰにセッションＩＤ並びに前記
Ｖ－ＳＰＣのアドレス及びポート番号を含むＲＬＰ応答メッセージを送信して前記ＲＬＰ
　ＳＳＲＬＩＲメッセージに応答する段階をさらに含むことを特徴とする請求項２７に記
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載のＳＥＴのためのローミング方法。
【請求項２９】
　目的端末と、
　前記目的端末に関連したホームネットワークと、
　前記目的端末がローミングし、ロケーションサーバを含む訪問ネットワークと
を含み、
　前記目的端末の位置情報が要求される場合、前記目的端末と前記訪問ネットワーク間に
ＴＣＰ接続が設定され、前記目的端末と前記ホームネットワーク間にＴＣＰ接続が設定さ
れずに前記設定されたＴＣＰ接続により前記目的端末又は前記訪問ネットワークの前記ロ
ケーションサーバが前記目的端末の前記位置情報を取得することを特徴とする目的端末の
位置情報を取得するためのシステム。
【請求項３０】
　前記目的端末は、ＳＥＴ（ＳＵＰＬ　ｅｎａｂｌｅｄ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）であり、前
記訪問ネットワークの前記ロケーションサーバは、Ｖ－ＳＬＰであり、前記ホームネット
ワークは、Ｈ－ＳＬＰを含むことを特徴とする請求項２９に記載の目的端末の位置情報を
取得するためのシステム。
【請求項３１】
　前記Ｈ－ＳＬＰは、前記Ｖ－ＳＬＰのＶ－ＳＰＣのアドレス情報を取得し、前記取得さ
れたアドレス情報を前記目的端末に伝送し、前記目的端末は、前記Ｈ－ＳＬＰから受信し
た前記アドレス情報を利用して前記Ｖ－ＳＰＣとのＴＣＰ接続を設定することを特徴とす
る請求項３０に記載の目的端末の位置情報を取得するためのシステム。
【請求項３２】
　前記アドレス情報は、前記Ｖ－ＳＰＣのアドレス及びポート番号を含むことを特徴とす
る請求項３１に記載の目的端末の位置情報を取得するためのシステム。
【請求項３３】
　前記Ｈ－ＳＬＰから前記Ｖ－ＳＬＰのＶ－ＳＬＣにローミング位置要求メッセージを送
信し、
　前記Ｖ－ＳＬＣと前記Ｖ－ＳＰＣ間の通信により前記Ｖ－ＳＬＰを内部的に初期化し、
　前記Ｈ－ＳＬＰが前記Ｖ－ＳＬＣから前記ローミング位置要求メッセージに応答する応
答メッセージを受信することにより、
　前記Ｈ－ＳＬＰが前記Ｖ－ＳＰＣのアドレス情報を取得することを特徴とする請求項３
１に記載の目的端末の位置情報を取得するためのシステム。
【請求項３４】
　前記ローミング位置要求メッセージは、前記要求に関する位置測定セッションのＩＤを
含み、前記応答メッセージは、前記Ｖ－ＳＰＣのアドレス及びポート番号を含むことを特
徴とする請求項３３に記載の目的端末の位置情報を取得するためのシステム。
【請求項３５】
　前記目的端末又は前記Ｖ－ＳＬＰが、前記目的端末と前記Ｖ－ＳＬＰ間の通信により前
記目的端末の前記位置情報を測定することを特徴とする請求項３０に記載の目的端末の位
置情報を取得するためのシステム。
【請求項３６】
　外部エージェントが前記位置情報を要求する場合、前記Ｖ－ＳＬＰが前記測定された位
置情報を取得し、前記Ｖ－ＳＬＰが前記測定された位置情報を取得した後、前記目的端末
と前記Ｖ－ＳＬＰ間の前記ＴＣＰ接続が解除されることを特徴とする請求項３５に記載の
目的端末の位置情報を取得するためのシステム。
【請求項３７】
　前記Ｖ－ＳＬＰは、前記測定された位置情報を前記ホームネットワークで前記外部エー
ジェントに伝送することを特徴とする請求項３６に記載の目的端末の位置情報を取得する
ためのシステム。
【請求項３８】
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　前記目的端末が前記位置情報を要求する場合、前記目的端末が前記測定された位置情報
を取得し、前記目的端末が前記測定された位置情報を取得した後、前記目的端末と前記Ｖ
－ＳＬＰ間の前記ＴＣＰ接続が解除されることを特徴とする請求項３５に記載の目的端末
の位置情報を取得するためのシステム。
【請求項３９】
　前記端末のホームロケーションサーバから前記端末に関する訪問ロケーションサーバの
アドレス情報を含むＳＵＰＬ初期化メッセージを受信し、前記受信されたアドレス情報に
基づいて前記訪問ロケーションサーバとのＴＣＰ接続を設定し、前記端末の位置情報を取
得するための前記設定されたＴＣＰ接続により前記訪問ロケーションサーバとセッション
を行う少なくとも１つのプロセッサを含むことを特徴とするＳＥＴ（ＳＵＰＬ　ｅｎａｂ
ｌｅｄ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）。
【請求項４０】
　前記ホームロケーションサーバは、前記端末のホームネットワークのＨ－ＳＬＰであり
、前記訪問ロケーションサーバは、前記端末の訪問ネットワークのＶ－ＳＬＰであること
を特徴とする請求項３９に記載のＳＥＴ。
【請求項４１】
　前記セッション中に、前記端末と前記Ｖ－ＳＬＰ間の通信により、前記端末又は前記Ｖ
－ＳＬＰが前記端末の前記位置情報を測定することを特徴とする請求項４０に記載のＳＥ
Ｔ。
【請求項４２】
　前記ＳＵＰＬ初期化メッセージは、前記セッションのＩＤ及び位置追跡方法パラメータ
情報をさらに含むことを特徴とする請求項４１に記載のＳＥＴ。
【請求項４３】
　前記端末は、前記セッションのための前記Ｖ－ＳＬＰをセットアップするために、前記
セッションのＩＤ及び前記端末の性能情報を含む位置測定初期化メッセージを前記Ｖ－Ｓ
ＬＰに伝送することを特徴とする請求項４０に記載のＳＥＴ。
【請求項４４】
　前記セッション中に前記端末の前記位置情報が取得された後、前記端末が前記Ｖ－ＳＬ
ＰとのＴＣＰ接続を解除することを特徴とする請求項４０に記載のＳＥＴ。
【請求項４５】
　前記訪問ロケーションサーバの前記アドレス情報は、前記訪問ロケーションサーバのＩ
Ｐアドレス及びポート番号を含むことを特徴とする請求項３９に記載のＳＥＴ。　
【請求項４６】
　前記端末のホームロケーションサーバとＴＣＰ接続を設定し、前記ＴＣＰ接続により前
記端末に関する訪問ロケーションサーバのアドレス情報を取得し、前記ホームロケーショ
ンサーバとのＴＣＰ接続を解除した後、前記取得したアドレス情報に基づいて前記訪問ロ
ケーションサーバとＴＣＰ接続を設定し、前記訪問ロケーションサーバとのＴＣＰ接続に
より前記端末の位置情報を取得し、前記訪問ロケーションサーバとのＴＣＰ接続を解除す
る少なくとも１つのプロセッサを含むことを特徴とするＳＥＴ。
【請求項４７】
　前記ホームロケーションサーバは、Ｈ－ＳＬＰであり、前記訪問ロケーションサーバは
、Ｖ－ＳＬＰであることを特徴とする請求項４６に記載のＳＥＴ。
【請求項４８】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、位置情報を取得するセッションのＩＤ及び前記端
末の性能情報を含む位置測定初期化メッセージを前記Ｖ－ＳＬＰに送信することにより前
記位置情報を取得することを特徴とする請求項４７に記載のＳＥＴ。
【請求項４９】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記端末と前記Ｖ－ＳＬＰ間の通信により前記端
末の前記位置情報を測定することを特徴とする請求項４８に記載のＳＥＴ。
【請求項５０】
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　前記端末が端末自身の位置情報を要求する場合、前記少なくとも１つのプロセッサが前
記ホームロケーションサーバとのＴＣＰ接続を設定することを特徴とする請求項４６に記
載のＳＥＴ。
【請求項５１】
　前記訪問ロケーションサーバの前記アドレス情報は、前記訪問ロケーションサーバのＩ
Ｐアドレス及びポート番号を含むことを特徴とする請求項４６に記載のＳＥＴ。
【請求項５２】
　目的ＳＥＴ、ＳＵＰＬエージェント、Ｒ－ＳＬＰ、前記目的ＳＥＴのホームネットワー
クのＨ－ＳＬＣ、前記目的ＳＥＴの訪問ネットワークのＶ－ＳＬＣ、及び前記目的ＳＥＴ
の前記訪問ネットワークのＶ－ＳＰＣを備えたＳＵＰＬベースの位置情報システムにおけ
るＳＵＰＬローミング方法において、
　前記目的ＳＥＴの位置情報を要求するために、前記ＳＵＰＬエージェントがＭＬＰ　Ｓ
ＬＩＲ（ｍｏｂｉｌｅ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｔａｎｄａｒｄ　ｌｏ
ｃａｔｉｏｎ　ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを前記Ｒ－ＳＬＰに送
信する段階と、
　前記Ｒ－ＳＬＰがＲＬＰ　ＳＲＬＩＲ（ｒｏａｍｉｎｇ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ　ＳＵＰＬ　ｒｏａｍｉｎｇ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）メッセージを前記Ｈ－ＳＬＣに送信する段階と、
　前記目的ＳＥＴがＳＵＰＬ機能をサポートする否か及び前記目的ＳＥＴがローミングサ
ービス領域に位置するか否かを前記Ｈ－ＳＬＣが確認する段階と、
　前記ローミングサービス領域の前記Ｖ－ＳＰＣのアドレス情報を要求するために、前記
Ｈ－ＳＬＣがＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲ（ｓｔａｎｄａｒｄ　ＳＵＰＬ　ｒｏａｍｉｎｇ　ｌ
ｏｃａｔｉｏｎ　ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを前記Ｖ－ＳＬＣに
送信する段階と、
　前記Ｖ－ＳＬＣと前記Ｖ－ＳＰＣ間の通信により内部初期化を行ってＳＵＰＬ　ＰＯＳ
手順準備が開始することを前記Ｖ－ＳＰＣに通知し、内部通信により前記Ｖ－ＳＰＣから
前記Ｖ－ＳＬＣに前記Ｖ－ＳＰＣのアドレス及びポート番号情報を伝送する段階と、
　前記Ｖ－ＳＬＣから前記Ｈ－ＳＬＣに前記ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージに応答して
前記Ｖ－ＳＰＣの前記アドレス及びポート番号情報を含むＲＬＰ応答メッセージを送信す
る段階と、
　前記Ｈ－ＳＬＣから前記目的ＳＥＴに前記Ｖ－ＳＰＣの前記アドレス及びポート番号情
報、並びにセッションＩＤを含むＳＵＰＬ　ＩＮＩＴ（ｉｎｉｔｉａｔｅ）メッセージを
送信する段階と、
　前記目的ＳＥＴがデータ接続セットアップを行う段階と、
　前記目的ＳＥＴと前記Ｖ－ＳＰＣ間の通信接続を設定するために、前記受信されたアド
レス及びポート番号情報を利用して前記目的ＳＥＴから前記Ｖ－ＳＰＣにＳＵＰＬ　ＰＯ
Ｓ　ＩＮＩＴメッセージを送信する段階と、
　前記Ｖ－ＳＰＣと前記Ｖ－ＳＬＣ間の内部通信を行う段階と、
　前記目的ＳＥＴと前記Ｖ－ＳＰＣ間に設定された前記通信接続により前記ＳＵＰＬ　Ｐ
ＯＳ手順を行うことにより、前記目的ＳＥＴの前記位置情報を測定する段階と、
　前記Ｖ－ＳＰＣがＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージを前記目的ＳＥＴに送信することにより
、前記目的ＳＥＴと前記Ｖ－ＳＰＣ間の前記通信接続を解除する段階と
を含むことを特徴とするＳＵＰＬベースの位置情報システムにおけるＳＵＰＬローミング
方法。
【請求項５３】
　前記Ｖ－ＳＰＣが内部通信により前記目的ＳＥＴの前記測定された位置情報を前記Ｖ－
ＳＬＣに伝送し、前記Ｖ－ＳＬＣがＲＬＰ　ＳＳＲＰ（ｓｔａｎｄａｒｄ　ＳＵＰＬ　ｒ
ｏａｍｉｎｇ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）メッセージを送信することにより、前記目的ＳＥＴの
前記測定された位置情報を前記Ｈ－ＳＬＣに伝送する段階と、
　前記Ｈ－ＳＬＣがＲＬＰ　ＳＲＬＩＡ（ｓｔａｎｄａｒｄ　ｒｏａｍｉｎｇ　ｌｏｃａ
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ｔｉｏｎ　ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｎｓｗｅｒ）メッセージを送信する
ことにより、前記目的ＳＥＴの前記測定された位置情報を前記Ｒ－ＳＬＰに伝送する段階
と、
　前記Ｒ－ＳＬＰがＭＬＰ　ＳＬＩＡ（ＳＵＰＬ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｍｍｅｄｉａｔ
ｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｎｓｗｅｒ）メッセージを送信することにより、前記目的ＳＥＴ
の前記測定された位置情報を前記ＳＵＰＬエージェントに伝送する段階とをさらに含むこ
とを特徴とする請求項５２に記載のＳＵＰＬベースの位置情報システムにおけるＳＵＰＬ
ローミング方法。
【請求項５４】
　目的ＳＥＴ、前記目的ＳＥＴのホームネットワークのＨ－ＳＬＣ、前記目的ＳＥＴの訪
問ネットワークのＶ－ＳＬＣ、及び前記目的ＳＥＴの前記訪問ネットワークのＶ－ＳＰＣ
を備えたＳＵＰＬベースの位置情報システムにおけるＳＵＰＬローミング方法において、
　前記目的ＳＥＴがデータセットアップを行う段階と、
　前記目的ＳＥＴから前記Ｈ－ＳＬＣにセッションＩＤを含むＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッ
セージを伝送する段階と、
　前記Ｈ－ＳＬＣが前記目的ＳＥＴに関するルーティング情報を確認する段階と、
　前記Ｖ－ＳＰＣのアドレス情報を要求するために、前記Ｈ－ＳＬＣから前記Ｖ－ＳＬＣ
にＲＬＰ　ＳＲＬＩＲ（ＳＵＰＬ　ｒｏａｍｉｎｇ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｍｍｅｄｉａ
ｔｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを送信する段階と、
　前記Ｖ－ＳＬＣと前記Ｖ－ＳＰＣ間の通信により内部初期化を行ってＳＵＰＬ　ＰＯＳ
（ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ）手順準備が開始することを前記Ｖ－ＳＰＣに通知し、前記Ｖ
－ＳＰＣから前記Ｖ－ＳＬＣに前記Ｖ－ＳＰＣのアドレス及びポート番号情報を内部通信
により伝送する段階と、
　前記Ｖ－ＳＬＣから前記Ｈ－ＳＬＣに前記ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージに応答して
前記Ｖ－ＳＰＣの前記アドレス及びポート番号情報を含むＲＬＰ応答メッセージを送信す
る段階と、
　前記Ｈ－ＳＬＣから前記目的ＳＥＴに前記Ｖ－ＳＰＣの前記アドレス及びポート番号情
報、並びにセッションＩＤを含むＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージを送信する段階
と、
　前記目的ＳＥＴと前記Ｖ－ＳＰＣ間の通信接続を設定するために、前記目的ＳＥＴから
前記Ｖ－ＳＰＣに前記受信されたアドレス及びポート番号情報を利用してＳＵＰＬ　ＰＯ
Ｓ　ＩＮＩＴメッセージを送信する段階と、
　前記Ｖ－ＳＰＣと前記Ｖ－ＳＬＣ間の内部通信を行う段階と、
　前記目的ＳＥＴと前記Ｖ－ＳＰＣ間に設定された前記通信接続により前記ＳＵＰＬ　Ｐ
ＯＳ手順を行うことにより、前記目的ＳＥＴの位置情報を測定する段階と、
　前記Ｖ－ＳＰＣから前記目的ＳＥＴにＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージを送信することによ
り、前記目的ＳＥＴと前記Ｖ－ＳＰＣ間の前記通信接続を解除する段階と
を含むことを特徴とするＳＵＰＬベースの位置情報システムにおけるＳＵＰＬローミング
方法。
【請求項５５】
　前記Ｖ－ＳＰＣが前記目的ＳＥＴの測定された位置情報を内部通信により前記Ｖ－ＳＬ
Ｃに伝送する段階と、
　前記Ｖ－ＳＬＣがＲＬＰ　ＳＳＲＰ（ｓｔａｎｄａｒｄ　ＳＵＰＬ　ｒｏａｍｉｎｇ　
ｐｏｓｉｔｉｏｎ）メッセージを送信することにより前記目的ＳＥＴの測定された位置情
報を前記Ｈ－ＳＬＣに伝送する段階とをさらに含むことを特徴とする請求項５４に記載の
ＳＵＰＬベースの位置情報システムにおけるＳＵＰＬローミング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムに関し、特に、位置情報システムにおいてＳＵＰＬ（Ｓｅ
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ｃｕｒｅ　Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ）ベースのロケーションサービスを
利用したローミング方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、無線通信システムは、移動端末の位置を測定するための関連機能部をネットワ
ークに備えることにより、周期的に又は要求に応じて移動端末の位置を所定エンティティ
に提供するロケーションサービスを提供する。
【０００３】
　ロケーションサービスに関するネットワーク構造は、３ＧＰＰや３ＧＰＰ２などの内部
ネットワーク構造によって異なり、現在の移動端末の位置を測定する方法としては、移動
端末の属するセルのＩＤを伝送するセルＩＤ方式、移動端末から各基地局に電波が到達す
る時間を測定した後、三角測量を用いて移動端末の位置を測定する方法、及びＧＰＳ（Ｇ
ｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を用いた方法などがある。
【０００４】
　しかしながら、前記ロケーションサービスをユーザに提供するためには、大量のシグナ
リング及び位置情報が移動端末とロケーションサーバ間で送受信される必要がある。最近
、ロケーションサービスを提供するための標準化した位置追跡技術（Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉ
ｎｇ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）、すなわち、移動端末の位置に基づいたロケーション
サービスが急速に広がっている。前記技術は、通常ユーザプレーン（ユーザデータ処理プ
レーン）と制御プレーン（ネットワークプレーン）により提供できる。
【０００５】
　前記技術の一例として、ユーザプレーンを介してロケーションサービスを提供するＳＵ
ＰＬ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ）方法がある。前記ＳＵ
ＰＬは、移動端末の位置を測定するために必要な位置情報を伝達する効率的な方法であり
、ＧＰＳアシスタンスのようなアシスタンス情報を伝達するために、また、移動端末とネ
ットワーク間で位置技術関連プロトコルを運ぶために、ユーザプレーンデータベアラを使
用する。
【０００６】
　通常、位置情報システムにおいて、ロケーションサービスを提供するためのＳＵＰＬネ
ットワークは、ＳＵＰＬエージェント、ＳＬＰ（ＳＵＰＬ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｌａｔ
ｆｏｒｍ）、及びＳＥＴ（ＳＵＰＬ　Ｅｎａｂｌｅｄ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）を含む。前記
ＳＵＰＬエージェントは、実際に測定された位置情報を使用する論理的なサービスアクセ
スポイントであり、前記ＳＥＴの位置を要求するエンティティでもよい。前記ＳＬＰは、
位置情報を取得するためにネットワークリソースにアクセスするネットワークのＳＵＰＬ
サービスアクセス部であり、サーバでもよい。また、前記ＳＥＴは、ＳＵＰＬインタフェ
ースを使用してＳＵＰＬネットワークと通信できる装置であり、例えば、ＵＭＴＳのＵＥ
（Ｕｓｅｒ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＧＳＭのＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、Ｉ
Ｓ－９５のＭＳ、ＳＥＴ機能を有するラップトップコンピュータ、又はＰＤＡ（Ｐｅｒｓ
ｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）である。又は、ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）で接続する多様な移動端末である。前
記ＳＥＴは、ユーザプレーンベアラによりネットワークと連動することでＳＵＰＬにおけ
る定義手順をサポートする。また、ユーザが最初に登録したネットワークをホームネット
ワークといい、ユーザがホームネットワーク領域でない他の領域に移動又はローミングし
たとき、該当領域のネットワークを訪問ネットワーク（Ｖｉｓｉｔｅｄ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）という。また、ホームネットワーク内のＳＬＰをＨ－ＳＬＰ（Ｈｏｍｅ－ＳＬＰ）とい
い、訪問ネットワーク内のＳＬＰをＶ－ＳＬＰ（Ｖｉｓｉｔｅｄ－ＳＬＰ）という。
【０００７】
　ここで、ネットワークにおいてＳＵＰＬ手順を開始する場合、外部クライアントが最初
に接続するＳＬＰをＲ－ＳＬＰ（Ｒｅｑｕｅｓｔｉｎｇ　ＳＬＰ）といい、前記Ｒ－ＳＬ
Ｐは、論理エンティティであり、Ｈ－ＳＬＰと同一でもよく、同一でなくてもよい。また
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、現在位置追跡を目標とするＳＥＴを目的ＳＥＴという。
【０００８】
　一般の位置情報システムにおけるローミング方法は、次の通りである。
【０００９】
　目的ＳＥＴが現在ローミングしている訪問ネットワークにおいて、目的ＳＥＴの位置を
測定するために訪問ネットワークとの直接接続によりＳＵＰＬサービスを提供するとき、
前記目的ＳＥＴは、ホームネットワークとＴＣＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）接続を設定し、前記設定されたＴＣＰ接続により訪問ネット
ワークのアドレスを前記ホームネットワークから受信する。前記ホームネットワークとＴ
ＣＰ接続を維持した状態で、前記目的ＳＥＴは、前記訪問ネットワークのアドレスを利用
して訪問ネットワークとＴＣＰ接続を設定して位置を測定する。
【００１０】
　従って、一般的な位置情報システムにおけるローミング方法には、ＳＵＰＬサービスを
受信するために、目的ＳＥＴがホームネットワーク及び訪問ネットワークとの２つのＴＣ
Ｐ接続を同時に続けて維持しなければならないという欠点があった。また、訪問ネットワ
ークと目的ＳＥＴ間の直接接続により目的ＳＥＴの位置を測定するための手順の実行中に
も、ホームネットワークは目的ＳＥＴとＴＣＰ接続を続けて維持していなければならない
ので、従来のＳＵＰＬローミング方法には、ホームネットワークのＴＣＰリソースの使用
効率の低下、システムの接続複雑度の増加、及びシステムへのシグナリングの負荷の増加
の問題があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、このような問題を解決するために提案されたものであり、本発明の目的は、
ローミング端末にロケーションサービスを提供する方法及びシステムを提供することにあ
る。
【００１２】
　本発明の他の目的は、訪問ネットワークのＳＬＰが目的端末の位置を測定するための位
置追跡（ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ）機能を管理するともに、ＳＵＰＬセッションを設定及
び解除するリソース管理機能も実行できるようにすることにより、目的端末がホームネッ
トワークとのＴＣＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
接続（ｓｅｃｕｒｅ　ＩＰ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）及び訪問ネットワークとのＴＣＰ接
続を同時に維持する必要がないため、目的端末のシグナリング負荷（ｓｉｇｎａｌｉｎｇ
　ｂｕｒｄｅｎ）を低減できる位置情報システムにおけるローミング端末、方法、及びシ
ステムを提供することにある。
【００１３】
　本発明のさらに他の目的は、訪問ネットワークと目的端末間の直接接続によりＳＵＰＬ
サービスを提供する場合、目的端末がホームネットワークとＴＣＰ接続を設定して解除し
た後、訪問ネットワークとＴＣＰ接続を設定することにより、ＳＵＰＬ手順実行中に目的
端末が２つのＴＣＰ接続を同時に維持しなくても訪問ネットワークからＳＵＰＬサービス
を受信できる位置情報システムにおけるローミング方法及びシステムを提供することにあ
る。
【００１４】
　本発明のさらに他の目的は、訪問ネットワークと目的端末間の直接接続によりＳＵＰＬ
サービスを提供する場合、訪問ネットワークにプロキシエンティティ（ｐｒｏｘｙ　ｅｎ
ｔｉｔｙ）を備えずに目的端末の実際の現在位置を測定するＳＵＰＬ位置センターと直接
接続を設定して前記目的端末の位置を測定できる位置情報システムにおけるローミング方
法及びシステムを提供することにある。
【００１５】
　本発明のさらに他の目的は、目的端末と該目的端末のホームネットワーク間のＴＣＰ接
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続なしに前記目的端末と訪問ネットワーク間のＴＣＰ接続を設定することにより、訪問ネ
ットワークにおいて目的端末の位置情報を取得する位置情報システムにおけるローミング
方法及びシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　このような目的を達成するために、本発明の一態様によるＳＵＰＬベースの位置情報シ
ステムにおけるＳＵＰＬローミング方法は、目的端末とホームネットワーク間の第１ＴＣ
Ｐ接続を解除し、前記目的端末と訪問ネットワーク間に第２ＴＣＰ接続を設定し、前記第
２ＴＣＰ接続により前記目的端末の位置を測定する手順を行う。
【００１７】
　このような目的を達成するために、本発明の他の態様によるＳＵＰＬベースの位置情報
システムのローミング方法は、目的ＳＥＴの位置情報が要求されると、第１ＴＣＰ接続に
よりＨ－ＳＬＣが前記目的ＳＥＴの位置情報を測定するためにＶ－ＳＰＣのアドレスを目
的ＳＥＴに通知して前記第１ＴＣＰ接続を解除する段階と、前記Ｖ－ＳＰＣのアドレスを
利用して前記目的ＳＥＴと前記Ｖ－ＳＰＣ間に第２ＴＣＰ接続を設定する段階と、前記第
２ＴＣＰ接続により前記Ｖ－ＳＰＣと前記目的ＳＥＴが互いに連動して前記目的ＳＥＴの
位置を測定する段階と、前記測定された目的ＳＥＴの位置情報を前記Ｖ－ＳＰＣが前記Ｈ
－ＳＬＣに伝送し、前記第２ＴＣＰ接続を解除する段階とを含む。
【００１８】
　このような目的を達成するために、本発明の他の態様により、ＳＵＰＬエージェント、
Ｒ－ＳＬＰ、Ｈ－ＳＬＣ、Ｖ－ＳＰＣ、及び目的ＳＥＴを備えたＳＵＰＬベースの位置情
報システムにおけるＳＵＰＬローミング方法が提供され、前記ＳＵＰＬローミング方法は
、ＳＵＰＬエージェントがＭＬＰ通信方式でＲ－ＳＬＰに目的ＳＥＴの位置情報を要求す
る段階と、前記Ｒ－ＳＬＰがＲＬＰ通信方式で前記目的ＳＥＴの属するＨ－ＳＬＣに前記
ＭＬＰ　ＳＬＩＲメッセージを送信する段階と、前記目的ＳＥＴがＳＵＰＬ機能をサポー
トするか否か、又は前記目的ＳＥＴがローミングサービス領域に位置するか否かを前記Ｈ
－ＳＬＣが確認する段階と、前記目的ＳＥＴがＳＵＰＬ機能をサポートし、ローミングサ
ービス領域に属する場合、前記Ｈ－ＳＬＣが前記目的ＳＥＴにＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセ
ージを送信して前記目的ＳＥＴとＳＵＰＬ手順を開始し、第１ＴＣＰ接続を設定する段階
と、前記目的ＳＥＴがＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージを前記Ｈ－ＳＬＣに送信してＳＵ
ＰＬ手順の開始を通知する段階と、前記Ｈ－ＳＬＣが前記受信されたＳＵＰＬ　ＳＴＡＲ
Ｔメッセージに基づいて前記目的ＳＥＴが現在位置しているＶ－ＳＬＣを判断し、ＲＬＰ
　ＳＳＲＬＩＲメッセージにより前記Ｖ－ＳＬＣに前記ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージ
を送信する段階と、前記Ｖ－ＳＬＣが前記Ｖ－ＳＬＣとＶ－ＳＰＣ間で内部初期化（ｉｎ
ｔｅｒｎａｌ　ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）によりＳＵＰＬ　ＰＯＳ（ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎｉｎｇ）手順準備が開始することを前記Ｖ－ＳＰＣに通知し、前記Ｖ－ＳＰＣが前記
Ｖ－ＳＰＣのＩＰアドレス及びポート番号情報を前記Ｖ－ＳＬＣに伝送する段階と、前記
Ｖ－ＳＬＣが前記Ｈ－ＳＬＣに前記Ｖ－ＳＰＣのＩＰアドレス及びポート番号を伝送する
段階と、前記Ｈ－ＳＬＣが前記Ｖ－ＳＰＣのＩＰアドレス及びポート番号、並びに前記第
１ＴＣＰ接続のセッションＩＤを前記目的ＳＥＴに伝送し、前記第１ＴＣＰ接続を解除す
る段階と、前記目的ＳＥＴが前記ＩＰアドレス及び前記ポート番号に該当するＶ－ＳＰＣ
にＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージを送信してＶ－ＳＰＣと第２ＴＣＰ接続を設定
する段階と、前記目的ＳＥＴの位置が測定されると、前記Ｖ－ＳＰＣが前記第２ＴＣＰ接
続のセッションＩＤを前記目的ＳＥＴに伝送して前記第２ＴＣＰ接続を解除する段階と、
前記Ｖ－ＳＰＣが前記測定された目的ＳＥＴ位置情報を内部通信（ｉｎｔｅｒｎａｌ　ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）により前記Ｖ－ＳＬＣに伝送し、前記Ｖ－ＳＬＣが前記目的
ＳＥＴ位置情報を前記Ｈ－ＳＬＣに伝送する段階と、前記Ｈ－ＳＬＣが前記目的ＳＥＴ位
置情報をＲＬＰ通信方式で前記Ｒ－ＳＬＰに伝送する段階と、前記Ｒ－ＳＬＰが前記目的
ＳＥＴ位置情報をＭＬＰ通信方式で前記ＳＵＰＬエージェントに伝送する段階とを含む。
【００１９】
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　このような目的を達成するために、本発明の他の態様により、ＳＵＰＬエージェント、
Ｒ－ＳＬＰ、Ｈ－ＳＬＣ、Ｖ－ＳＰＣ、及び目的ＳＥＴを備えたＳＵＰＬベースの位置情
報システムにおけるＳＵＰＬローミング方法が提供され、前記ＳＵＰＬローミング方法は
、ＳＵＰＬエージェントがＭＬＰ通信方式でＲ－ＳＬＰに目的ＳＥＴの位置情報を要求す
る段階と、前記Ｒ－ＳＬＰが前記目的ＳＥＴの属するＨ－ＳＬＣにＲＬＰ通信方式で前記
ＭＬＰ　ＳＬＩＲメッセージを送信する段階と、前記目的ＳＥＴがＳＵＰＬ機能をサポー
トするか否か、又は前記目的ＳＥＴがローミングサービス領域に位置しているか否かを前
記Ｈ－ＳＬＣが確認する段階と、前記Ｈ－ＳＬＣがローミングサービス領域のＶ－ＳＬＣ
にＶ－ＳＰＣのアドレスを要求する段階と、前記Ｖ－ＳＬＣがＳＵＰＬ　ＰＯＳ手順準備
が開始することを前記Ｖ－ＳＰＣに通知し、前記Ｖ－ＳＰＣが前記Ｖ－ＳＬＣに前記Ｖ－
ＳＰＣのＩＰアドレス及びポート番号情報を伝送する段階と、前記Ｖ－ＳＬＣが前記Ｈ－
ＳＬＣに前記Ｖ－ＳＰＣのＩＰアドレス及びポート番号を伝送する段階と、前記Ｈ－ＳＬ
ＣがＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージにより前記Ｖ－ＳＰＣのＩＰアドレス及びポート番号
、並びに第１ＴＣＰ接続のセッションＩＤを前記目的ＳＥＴに伝送してＳＵＰＬ手順を開
始し、前記第１ＴＣＰ接続を解除する段階と、前記目的ＳＥＴが前記ＩＰアドレス及び前
記ポート番号に該当するＶ－ＳＰＣにＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージを送信して
Ｖ－ＳＰＣと第２ＴＣＰ接続を設定する段階と、前記目的ＳＥＴの位置が測定されると、
前記Ｖ－ＳＰＣが、前記第２ＴＣＰ接続のセッションＩＤを前記目的ＳＥＴに伝送して前
記第２ＴＣＰ接続を解除する段階と、前記Ｖ－ＳＰＣが前記測定された目的ＳＥＴ位置情
報を内部通信により前記Ｖ－ＳＬＣに伝送し、前記Ｖ－ＳＬＣが前記目的ＳＥＴ位置情報
を前記Ｈ－ＳＬＣに伝送する段階と、前記Ｈ－ＳＬＣが前記目的ＳＥＴ位置情報をＲＬＰ
通信方式で前記Ｒ－ＳＬＰに伝送する段階と、前記Ｒ－ＳＬＰが前記目的ＳＥＴ位置情報
をＭＬＰ通信方式で前記ＳＵＰＬエージェントに伝送する段階とを含む。
【００２０】
　このような目的を達成するために、本発明のさらに他の態様により、Ｖ－ＳＬＣとＶ－
ＳＰＣを備えたＶ－ＳＬＰ（Ｖｉｓｉｔｅｄ－ＳＬＰ）、Ｈ－ＳＬＣを備えたＨ－ＳＬＰ
（Ｈｏｍｅ－ＳＬＰ）、目的ＳＥＴを含むＳＵＰＬベースの位置情報システムにおけるＳ
ＵＰＬローミング方法が提供され、前記ＳＵＰＬローミング方法は、前記目的ＳＥＴがＳ
ＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージを前記Ｈ－ＳＬＣに伝送して第１ＴＣＰ接続を設定し、Ｓ
ＵＰＬ手順を開始する段階と、前記受信されたＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージに基づい
て前記目的ＳＥＴが現在位置しているＶ－ＳＬＰを前記Ｈ－ＳＬＣが判断し、ＲＬＰ　Ｓ
ＲＬＩＲメッセージにより前記Ｖ－ＳＬＣに前記ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージを送信
する段階と、前記Ｖ－ＳＬＣが内部初期化によりＳＵＰＬ　ＰＯＳ手順準備が開始するこ
とをＶ－ＳＰＣに通知し、前記Ｖ－ＳＰＣが前記内部初期化により前記Ｖ－ＳＰＣのＩＰ
アドレス及びポート番号を前記Ｖ－ＳＬＣに伝送する段階と、前記Ｖ－ＳＬＣが前記Ｖ－
ＳＰＣのＩＰアドレス及びポート番号を前記Ｈ－ＳＬＣに伝送する段階と、前記Ｈ－ＳＬ
Ｃが前記Ｖ－ＳＬＰのＩＰアドレス及びポート番号、並びに前記第１ＴＣＰ接続のセッシ
ョンＩＤを前記目的ＳＥＴに伝送し、前記第１ＴＣＰ接続を解除する段階と、前記目的Ｓ
ＥＴが前記ＩＰアドレス及び前記ポート番号に該当するＶ－ＳＰＣにＳＵＰＬ　ＰＯＳ　
ＩＮＩＴメッセージを送信し、Ｖ－ＳＰＣと第２ＴＣＰ接続を設定する段階と、前記第２
ＴＣＰ接続により目的ＳＥＴの位置測定手順が行われる場合、前記Ｖ－ＳＰＣが前記第２
ＴＣＰ接続のセッションＩＤを前記目的ＳＥＴに伝送して前記第２ＴＣＰ接続を解除する
段階と、前記Ｖ－ＳＰＣが前記測定された目的ＳＥＴの位置情報を内部通信により前記Ｖ
－ＳＬＣに伝送し、前記Ｖ－ＳＬＣが前記目的ＳＥＴの位置情報をＲＬＰ－ＳＳＲＰメッ
セージにより前記Ｈ－ＳＬＣに伝送する段階とを含む。
【００２１】
　上記の目的を達成するために、本発明のさらに他の態様により、訪問ネットワークと目
的ＳＥＴ間の直接接続によりＳＵＰＬサービスを提供するＳＵＰＬベースの位置情報シス
テムにおけるＳＵＰＬローミングシステムが提供され、前記ＳＵＰＬローミングシステム
は、前記目的ＳＥＴの位置情報が要求された場合、前記目的ＳＥＴの位置情報を測定する
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ためのＶ－ＳＬＰ関連情報を第１ＴＣＰ接続により前記目的ＳＥＴに伝送し、前記第１Ｔ
ＣＰ接続を解除するＨ－ＳＬＰと、前記目的ＳＥＴと第２ＴＣＰ接続を設定して前記第２
ＴＣＰ接続により前記目的ＳＥＴの位置測定手順を行った後、前記第２ＴＣＰ接続を解除
するＶ－ＳＬＰと、前記第１ＴＣＰ接続を解除した後、前記第２ＴＣＰ接続を設定して解
除する目的ＳＥＴとを含む。
【００２２】
　本発明の他の態様により、目的端末の位置情報を取得する方法が提供され、前記方法は
、目的端末の位置情報が要求されると、前記目的端末と該目的端末に関連した訪問ネット
ワークとの間のＴＣＰ接続を設定する段階と、前記目的端末又は前記訪問ネットワーク内
のロケーションサーバが、前記目的端末と該目的端末のホームネットワークとの間のＴＣ
Ｐ接続なしに前記設定されたＴＣＰ接続により前記目的端末の位置情報を取得する段階と
を含む。
【００２３】
　本発明の他の態様により、ＳＥＴ（ＳＵＰＬ　Ｅｎａｂｌｅｄ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）の
位置情報を取得するための方法が提供され、前記方法は、目的端末が該目的端末のホーム
ロケーションサーバから前記目的端末に関する訪問ロケーションサーバのアドレス情報を
含むＳＵＰＬ初期化メッセージを受信する段階と、前記受信したアドレス情報に基づいて
前記訪問ロケーションサーバとＴＣＰ接続を設定する段階と、前記設定されたＴＣＰ接続
により前記訪問ロケーションサーバとセッションを行って前記目的端末の位置情報を取得
する段階とを含む。
【００２４】
　本発明の他の態様により、ＳＥＴのためのローミング方法が提供され、前記方法は、目
的端末のホームロケーションサーバとＴＣＰ接続を設定して前記ＴＣＰ接続により前記目
的端末に関する訪問ロケーションサーバのアドレス情報を取得し、前記ホームロケーショ
ンサーバとのＴＣＰ接続を解除する段階と、前記ホームロケーションサーバとのＴＣＰ接
続を解除した後、前記取得されたアドレス情報に基づいて前記訪問ロケーションサーバと
のＴＣＰ接続を設定し、前記訪問ロケーションサーバとの前記ＴＣＰ接続により前記目的
端末の位置情報を取得した後、前記訪問ロケーションサーバとのＴＣＰ接続を解除する段
階とを含む。
【００２５】
　本発明の他の態様による目的端末の位置情報を取得するためのシステムは、目的端末と
、該目的端末に関連したホームネットワークと、前記目的端末がローミングし、ロケーシ
ョンサーバを有する訪問ネットワークとを含み、前記目的端末の位置情報が要求されると
、前記目的端末と前記訪問ネットワーク間にＴＣＰ接続が設定され、目的端末又は訪問ネ
ットワークのロケーションサーバが目的端末とホームネットワーク間のＴＣＰ接続なしに
前記設定されたＴＣＰ接続により目的端末の位置情報を取得する。
【００２６】
　本発明の他の態様によるＳＥＴは、前記端末のホームロケーションサーバから前記端末
に関する訪問ロケーションサーバのアドレス情報を含むＳＵＰＬ初期化メッセージを受信
し、前記受信したアドレス情報に基づいて前記訪問ロケーションサーバとのＴＣＰ接続を
設定し、前記端末の位置情報を取得するために前記設定されたＴＣＰ接続により前記訪問
ロケーションサーバとセッションを行う少なくとも１つのプロセッサを含む。
【００２７】
　本発明の他の態様によるＳＥＴは、前記端末のホームロケーションサーバとＴＣＰ接続
を設定し、前記ＴＣＰ接続により前記端末に関する訪問ロケーションサーバのアドレス情
報を取得して前記ホームロケーションサーバとのＴＣＰ接続を解除した後、前記取得した
アドレス情報に基づいて前記訪問ロケーションサーバとＴＣＰ接続を設定し、前記訪問ロ
ケーションサーバとＴＣＰ接続により前記端末の位置情報を取得し、前記訪問ロケーショ
ンサーバとのＴＣＰ接続を解除する少なくとも１つのプロセッサを含む。
【００２８】
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　本発明の他の態様により、目的ＳＥＴ、ＳＵＰＬエージェント、Ｒ－ＳＬＰ（ｒｅｑｕ
ｅｓｔｉｎｇ　ＳＵＰＬ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｐｌａｔｆｏｒｍ）、前記目的ＳＥＴのホ
ームネットワークにあるＨ－ＳＬＣ（ｈｏｍｅ　ＳＵＰＬ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃｅｎｔ
ｅｒ）、前記目的ＳＥＴの訪問ネットワークにあるＶ－ＳＬＣ（ｖｉｓｉｔｅｄ　ＳＵＰ
Ｌ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃｅｎｔｅｒ）、及び前記目的ＳＥＴの前記訪問ネットワークに
あるＶ－ＳＰＣ（ｖｉｓｉｔｅｄ　ＳＵＰＬ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｃｅｎｔｅｒ）
を備えたＳＵＰＬベースの位置情報システムにおけるＳＵＰＬローミング方法が提供され
、前記ＳＵＰＬローミング方法は、前記ＳＵＰＬエージェントが前記Ｒ－ＳＬＰにＭＬＰ
　ＳＬＩＲ（ｍｏｂｉｌｅ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｔａｎｄａｒｄ　
ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを送信して前記目
的ＳＥＴの位置情報を要求する段階と、前記Ｒ－ＳＬＰが前記Ｈ－ＳＬＣにＲＬＰ　ＳＲ
ＬＩＲ（ｒｏａｍｉｎｇ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ＳＵＰＬ　ｒｏａｍｉ
ｎｇ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを送信する
段階と、前記目的ＳＥＴがＳＵＰＬ機能をサポートするか否か、又は前記目的ＳＥＴがロ
ーミングサービス領域に位置しているか否かを前記Ｈ－ＳＬＣが確認する段階と、前記Ｈ
－ＳＬＣがＶ－ＳＬＣにＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲ（ｓｔａｎｄａｒｄ　ＳＵＰＬ　ｒｏａｍ
ｉｎｇ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを送信し
て前記ローミングサービス領域のＶ－ＳＰＣのアドレス情報を要求する段階と、前記Ｖ－
ＳＬＣとＶ－ＳＰＣ間の通信により内部初期化を行い、前記Ｖ－ＳＰＣにＳＵＰＬ　ＰＯ
Ｓ手順準備が開始することを通知する段階と、前記Ｖ－ＳＰＣが前記Ｖ－ＳＰＣのアドレ
ス及びポート番号情報を内部通信により前記Ｖ－ＳＬＣに伝送する段階と、前記Ｖ－ＳＬ
Ｃが前記Ｈ－ＳＬＣに前記ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージに応答して前記Ｖ－ＳＰＣの
アドレス及びポート番号情報を含むＲＬＰ応答メッセージを送信する段階と、前記Ｈ－Ｓ
ＬＣが目的ＳＥＴに前記Ｖ－ＳＰＣの前記アドレスとポート番号情報及びセッションＩＤ
を含むＳＵＰＬ　ＩＮＩＴ（ｉｎｉｔｉａｔｅ）メッセージを送信する段階と、前記目的
ＳＥＴがデータ接続セットアップを行う段階と、前記目的ＳＥＴが前記受信されたアドレ
ス及びポート番号情報を利用して前記Ｖ－ＳＰＣにＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセー
ジを送信して前記目的ＳＥＴと前記Ｖ－ＳＰＣ間の通信接続を設定する段階と、前記Ｖ－
ＳＰＣと前記Ｖ－ＳＬＣ間の内部通信を行う段階と、前記目的ＳＥＴと前記Ｖ－ＳＰＣ間
に設定された前記通信接続により前記ＳＵＰＬ　ＰＯＳ手順を行って前記目的ＳＥＴの位
置情報を測定する段階と、前記Ｖ－ＳＰＣが目的ＳＥＴにＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージを
送信して前記目的ＳＥＴとＶ－ＳＰＣ間の前記通信接続を解除する段階とを含む。
【００２９】
　本発明の他の態様により、目的ＳＥＴ、前記目的ＳＥＴのホームネットワークにあるＨ
－ＳＬＣ（ｈｏｍｅ　ＳＵＰＬ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃｅｎｔｅｒ）、前記目的ＳＥＴの
訪問ネットワークにあるＶ－ＳＬＣ（ｖｉｓｉｔｅｄ　ＳＵＰＬ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｃ
ｅｎｔｅｒ）、及び前記目的ＳＥＴの前記訪問ネットワークにあるＶ－ＳＰＣ（ｖｉｓｉ
ｔｅｄ　ＳＵＰＬ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｃｅｎｔｅｒ）を備えたＳＵＰＬベースの
位置情報システムにおけるＳＵＰＬローミング方法が提供され、前記ＳＵＰＬローミング
方法は、前記目的ＳＥＴがデータセットアップを行う段階と、前記目的ＳＥＴがセッショ
ンＩＤを含むＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージを前記Ｈ－ＳＬＣに伝送する段階と、前記
Ｈ－ＳＬＣが前記目的ＳＥＴに関するルーティング情報を確認する段階と、前記Ｈ－ＳＬ
ＣがＲＬＰ　ＳＲＬＩＲメッセージを前記Ｖ－ＳＬＣに伝送して前記Ｖ－ＳＰＣの位置情
報を要求する段階と、前記Ｖ－ＳＬＣとＶ－ＳＰＣ間の通信により内部初期化を行ってＶ
－ＳＰＣにＳＵＰＬ　ＰＯＳ手順準備が開始することを通知し、前記Ｖ－ＳＰＣが内部通
信によりＶ－ＳＰＣのアドレス及びポート番号情報をＶ－ＳＬＣに伝送する段階と、前記
Ｖ－ＳＬＣが前記ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージに応答して前記Ｖ－ＳＰＣのアドレス
及びポート番号情報を含むＲＬＰ応答メッセージをＨ－ＳＬＣに伝送する段階と、前記Ｈ
－ＳＬＣが前記Ｖ－ＳＰＣのアドレス及びポート番号情報、並びにセッションＩＤを含む
ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージを目的ＳＥＴに送信する段階と、前記目的ＳＥＴ
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が前記受信したアドレス及びポート番号情報を利用してＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッ
セージを前記Ｖ－ＳＰＣに送信して前記目的ＳＥＴとＶ－ＳＰＣ間の通信接続を設定する
段階と、前記Ｖ－ＳＰＣとＶ－ＳＬＣ間の内部通信を行う段階と、前記目的ＳＥＴとＶ－
ＳＰＣ間に設定された通信接続により前記ＳＵＰＬ　ＰＯＳ手順を行って前記目的ＳＥＴ
の位置情報を測定する段階と、前記Ｖ－ＳＰＣがＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージを前記目的
ＳＥＴに送信して前記目的ＳＥＴとＶ－ＳＰＣ間の通信接続を解除する段階とを含む。
【００３０】
　本発明のさらなる長所及び利点は後述する発明の詳細な説明に一部が記述されており、
一部は前記説明により明確になるか、又は、本発明の適用により理解されるであろう。本
発明の目的と長所は、特に、請求の範囲に開示されたように実現及び達成される。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明は、訪問ネットワークのＳＬＰが目的端末（目的ＳＥＴ）の位置測定のための位
置追跡機能を管理するとともに、ＳＵＰＬセッションを設定し解除するリソース管理機能
も行うことができるようにすることにより、ＳＵＰＬ手順実行が完了するまで目的端末が
ホームネットワークとのＴＣＰ接続と訪問ネットワークとのＴＣＰ接続を同時に維持する
必要がないため、目的端末のシグナリング負荷を低減できるという効果がある。
【００３２】
　また、一部の実施形態においては、目的端末とホームネットワーク間の第１ＴＣＰ接続
がオープンされないため、ＳＵＰＬシステムで設定される必要のあるＴＣＰ接続の数が減
少し、システムを単純化するという効果がある。
【００３３】
　また、ホームネットワークのＳＬＰは、目的端末の位置測定のためのＳＵＰＬ手順まで
目的端末とホームネットワーク間のＴＣＰ接続を維持しなくてもよいので、ホームネット
ワークのＴＣＰリソースの使用効率が向上するという効果がある。
【００３４】
　また、本発明は、目的端末がプロキシエンティティの役割を果たすＶ－ＳＬＣを経ずに
Ｖ－ＳＰＣと直接接続を設定して目的端末の位置を測定できるので、ネットワークのシグ
ナリング負荷を低減できるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　本発明において、「訪問（ｖｉｓｉｔｅｄ）」という用語は、「訪問する（ｖｉｓｉｔ
ｉｎｇ）」という用語も含む。
【００３６】
　本発明は、ＳＵＰＬ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ）ベー
スの位置情報システムにおいて、ユーザが現在位置している訪問ネットワークにおいてロ
ーミング中にＳＵＰＬサービスを受信できる方法を提供する。前記訪問ネットワークとは
、目的端末がローミングして現在位置するネットワークであり、前記目的端末のホームネ
ットワークではない。本発明において、目的端末の訪問ネットワークのＳＬＰは、前記目
的端末の位置測定のための位置追跡（ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ）機能だけでなく、ＳＵＰ
Ｌセッションを設定して解除するリソース管理機能も行うので、ユーザの端末がホームネ
ットワークとの第１ＴＣＰ接続（ｓｅｃｕｒｅ　ＩＰ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）を設定し
て解除した後、前記訪問ネットワークとの第２ＴＣＰ接続（ｓｅｃｕｒｅ　ＩＰ　ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ）を設定して解除することにより、ユーザの端末が２つのＴＣＰ接続を同
時に維持しなくても訪問ネットワークからＳＵＰＬサービスを受信できる方法を提案する
。前記方法の変形として、前記訪問ネットワークは、前記端末のホームネットワークと前
記第１ＴＣＰ接続を必要とせずに前記ＳＵＰＬサービスをローミングした端末に提供でき
る。
【００３７】
　本発明によると、前記目的端末と前記ホームネットワーク間又は前記目的端末と前記訪
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問ネットワーク間にＴＣＰ接続が設定された場合、この構成要素間の通信は、一般に前記
設定されたＴＣＰ接続により行われる。
【００３８】
　一般のローミング方法において、訪問ネットワークとの直接接続により提供されるＳＵ
ＰＬサービスを利用するとき、ロケーションサーバなどのＳＬＰがＳＵＰＬ手順を開始す
るケースと、ＳＥＴがＳＵＰＬ手順を開始するケースとがある。従って、図１～図３を参
照して本発明によるＳＬＰがＳＵＰＬ手順を開始するＳＵＰＬローミング方法について説
明し、図４及び図５を参照して本発明によるＳＥＴがＳＵＰＬ手順を開始するＳＵＰＬロ
ーミング方法について説明する。
【００３９】
　図１は、本発明の一実施形態によるＳＬＰがＳＵＰＬ手順を開始する場合のＳＵＰＬロ
ーミング方法を示す。前記方法は、能動的に結合されたＳＵＰＬエージェント１０、Ｒ－
ＳＬＰ３０、Ｖ－ＳＬＰ５０、Ｈ－ＳＬＰ７０、及び目的ＳＥＴ１００を含むシステムに
おいて実現される。前記Ｖ－ＳＬＰ５０は、前記目的ＳＥＴ１００の訪問ネットワークに
あるロケーションサーバであり、前記Ｈ－ＳＬＰ７０は、前記目的ＳＥＴ１００のホーム
ネットワークにあるロケーションサーバである。前記ＳＵＰＬエージェント１０及びＲ－
ＳＬＰ３０は、１つの装置において実現される。図１の方法（又は、本発明の他の方法）
は、他の適切なシステムにおいても実現できる。
【００４０】
　図１を参照すると、要求エンティティがＳＵＰＬエージェント１０に目的ＳＥＴ１００
の位置情報を要求すると、ＳＵＰＬエージェント１０は、ＭＬＰ　ＳＬＩＲ（Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍ
ｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージをＲ－ＳＬＰ３０に送信して前記目的ＳＥ
Ｔ１００の位置情報を要求する（Ｓ１１）。前記ＭＬＰ　ＳＬＩＲメッセージは、少なく
とも前記目的ＳＥＴ１００を識別する目的ＳＥＴ　ＩＤ（ｍｓｉｄ）と前記ＳＵＰＬエー
ジェント１０を識別する前記ＳＵＰＬエージェント１０のＩＤ（ｌｃｓ（ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ）－ｃｌｉｅｎｔ－ｉｄ）を含むが、ＱｏＳ（ｑｕａｌｉｔｙ　ｏ
ｆ　ｓｅｒｖｉｃｅ）情報などをさらに含むことができる。前記ｍｓｉｄは、電話番号、
ＩＰアドレス、又は目的ＳＥＴ１００のＩＤである。
【００４１】
　前記Ｒ－ＳＬＰ３０は、受信されたｌｃｓ－ｃｌｉｅｎｔ－ｉｄを利用してＳＵＰＬエ
ージェント要求エンティティ認証手順を経る。例えば、前記Ｒ－ＳＬＰ３０は、ＳＵＰＬ
エージェント１０を認証し、前記受信したｌｃｓ－ｃｌｉｅｎｔ－ｉｄに基づいて前記Ｓ
ＵＰＬエージェントが要求したサービスの受信が許可されたか否かを確認する。さらに、
前記Ｒ－ＳＬＰ３０は、受信された目的ＳＥＴ１００のｍｓｉｄを検証して目的ＳＥＴ１
００の属するＨ－ＳＬＰを検索した後、前記ＳＵＰＬエージェント１０から受信されたメ
ッセージ、すなわち、ＭＬＰ　ＳＬＩＲメッセージをＲＬＰ　ＳＲＬＩＲ（Ｒｏａｍｉｎ
ｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃ
ａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを利用して前記検索され
たＨ－ＳＬＰ７０に送信する（Ｓ１２）。すなわち、前記Ｒ－ＳＬＰ３０は、段階Ｓ１２
でＲＬＰ　ＳＲＬＩＲメッセージをＨ－ＳＬＰ７０に送信する。
【００４２】
　前記Ｈ－ＳＬＰ７０は、目的ＳＥＴ１００にＳＵＰＬ　ＩＮＩＴ（ＳＵＰＬ初期化）メ
ッセージを送信して目的ＳＥＴ１００とＳＵＰＬ手順を開始する（Ｓ１３）。ここで、Ｈ
－ＳＬＰ７０と目的ＳＥＴ１００間のＴＣＰ接続が設定される。前記ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴ
メッセージは、少なくとも位置測定セッション（ＳＵＰＬセッション）のＩＤ（ｓｅｓｓ
ｉｏｎ－ｉｄ）、Ｈ－ＳＬＰのアドレス（ＳＬＰ　ａｄｄｒｅｓｓ）、及び使用される位
置追跡方法（ｐｏｓｍｅｔｈｏｄ）パラメータを含む。また、前記段階Ｓ１１で、目的Ｓ
ＥＴ１００に対するプライバシー機能を確認した後、目的ＳＥＴ１００に位置情報に関す
る通知が必要な場合は、通知（ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）パラメータが含まれる。目的
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ＳＥＴ１００は、受信された前記ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージに前記通知パラメータが
含まれた場合、ユーザが予め設定したプライバシー関連規則を検証した後、関連手順を行
う。
【００４３】
　目的ＳＥＴ１００は、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージをＨ－ＳＬＰ７０に伝送して位
置測定セッション（ＳＵＰＬセッション）の開始を通知する（Ｓ１４）。前記ＳＵＰＬ　
ＳＴＡＲＴメッセージは、少なくとも前記位置測定セッションのＩＤ（ｓｅｓｓｉｏｎ－
ｉｄ）、前記目的ＳＥＴ１００の性能（ＳＥＴ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）（目的ＳＥ
Ｔ１００によりサポートされる位置追跡方法に関する性能を示すパラメータ）、ロケーシ
ョン識別子（ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）（ｌｉｄ）（例えば、基地局Ｉ
Ｄ）、ｓｙｓｔｅｍ　ＩＤ（例えば、ＢＳＣ　ＩＤ又はＭＳＣ　ＩＤ）を含む。
【００４４】
　Ｈ－ＳＬＰ７０は、前記目的ＳＥＴ１００から受信された前記ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメ
ッセージに含まれるｓｙｓｔｅｍ　ＩＤを確認してＶ－ＳＬＰを判断した後、ＲＬＰ　Ｓ
ＳＲＬＩＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＳＵＰＬ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍ
ｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージにより前記Ｖ－ＳＬＰ５０に前記ＳＵＰＬ　
ＳＴＡＲＴメッセージを送信する（Ｓ１５）。すなわち、前記段階Ｓ１５で、前記Ｈ－Ｓ
ＬＰ７０は、前記ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージを利用して現在の前記目的ＳＥＴ１０
０に関するＶ－ＳＬＰの識別子を判断した後、前記ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージを前
記Ｖ－ＳＬＰ５０に送信する。前記ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージは、前記ＳＵＰＬ　
ＳＴＡＲＴメッセージのコンテンツ及びｍｓｉｄ、ｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄなどの他の情報
を含む。
【００４５】
　前記Ｖ－ＳＬＰ５０は、前記ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージのコンテンツを検査する
ことにより前記目的ＳＥＴ１００がサポートする位置追跡方法を把握し、前記ＲＬＰ　Ｓ
ＳＲＬＩＲメッセージに対する応答メッセージとしてＲＬＰ　ＳＳＲＰ（Ｓｔａｎｄａｒ
ｄ　ＳＵＰＬ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ）メッセージを前記Ｈ－ＳＬＰ７０に
送信する（Ｓ１６）。前記ＲＬＰ　ＳＳＲＰメッセージは、前記Ｖ－ＳＬＰ５０のＩＰア
ドレス及びポート番号を含む。
【００４６】
　前記Ｈ－ＳＬＰ７０は、ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージに前記Ｖ－ＳＬＰ５０
から受信したＶ－ＳＬＰ５０のＩＰアドレス及びポート番号を追加し、解除のための前記
ＳＵＰＬセッションのＩＤ（ｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄ）を追加した後、前記ＳＵＰＬ　ＲＥ
ＳＰＯＮＳＥメッセージを目的ＳＥＴ１００に送信する。その後、前記目的ＳＥＴ１００
は、前記Ｈ－ＳＬＰ７０と設定されたＴＣＰ接続を含む全てのリソースを解除する（Ｓ１
７）。すなわち、ここで、前記目的ＳＥＴ１００と前記Ｈ－ＳＬＰ７０間に設定されたＴ
ＣＰ接続が解除される。この場合、前記ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージは、実質
的にＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージの役割を果たし、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージに置き換
えることもできる。この場合、前記ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージは、少なくと
も前記Ｖ－ＳＬＰ５０のＩＰアドレス及びポート番号、並びに前記ＳＵＰＬセッションの
ＩＤを含まなければならない。
【００４７】
　前記目的ＳＥＴ１００は、前記ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージに含まれる前記
ＩＰアドレス及び前記ポート番号に該当するＶ－ＳＬＰ５０を把握し、前記Ｖ－ＳＬＰ５
０とＴＣＰ接続を設定し、前記Ｖ－ＳＬＰ５０にＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージ
（ＳＵＰＬ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｉｎｉｔｉａｔｅ　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する
（Ｓ１８）。前記ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージは、例えば、前記ｓｅｓｓｉｏ
ｎ－ＩＤ、ｌｉｄなどを含む。
【００４８】
　その後、前記目的ＳＥＴ１００の位置を測定するための位置追跡手順（ＳＵＰＬ　ＰＯ
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Ｓ）が前記目的ＳＥＴ１００とＶ－ＳＬＰ５０間で開始される。前記目的ＳＥＴ１００及
び前記Ｖ－ＳＬＰ５０は、前記目的ＳＥＴ１００の位置情報を測定（判断）するために連
続的にメッセージを交換する。前記Ｖ－ＳＬＰ５０又は前記目的ＳＥＴ１００は、位置追
跡のために連続的に交換したメッセージにより前記目的ＳＥＴ１００の位置を測定する（
Ｓ１９）。前記交換された情報は、前記ｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄ、位置追跡プロトコル情報
（例えば、ＲＲＬＰ、ＲＲＣ、ＴＩＡ－８０１等）などを含む。周知の他の方法（例えば
、ＧＰＳなど）も前記目的ＳＥＴ１００の位置を実際に測定又は判断するために用いるこ
とができる。結果として、前記Ｖ－ＳＬＰ５０は、前記判断された目的ＳＥＴ１００の位
置情報を取得する。前記目的ＳＥＴ１００が前記目的ＳＥＴ１００の位置を測定する場合
、その結果は前記Ｖ－ＳＬＰ５０に伝送される。
【００４９】
　前記目的ＳＥＴ１００の位置が測定されると、前記Ｖ－ＳＬＰ５０は、前記Ｈ－ＳＬＰ
７０にＲＬＰ　ＳＳＲＰメッセージを利用して前記測定された目的ＳＥＴ１００の位置情
報（ｐｏｓｒｅｓｕｌｔ）を伝送し（Ｓ２０）、前記Ｖ－ＳＬＰ５０は、ＳＵＰＬ　ＥＮ
Ｄメッセージを目的ＳＥＴ１００に送信してＳＵＰＬ手順の終了を通知する（Ｓ２１）。
前記段階Ｓ２０及びＳ２１の実行順序は考慮しなくてもよい。前記ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージは、前記目的ＳＥＴ１００と前記Ｖ－ＳＬＰ５０間に設定されたＴＣＰ接続を解除
するためのセッションＩＤを含む。従って、前記Ｖ－ＳＬＰ５０と前記目的ＳＥＴ１００
間のＴＣＰ接続は、前記段階Ｓ２１で解除される。
【００５０】
　前記Ｖ－ＳＬＰ５０から前記ＲＬＰ　ＳＳＲＰメッセージを受信すると、前記Ｈ－ＳＬ
Ｐ７０は、前記ＲＬＰ　ＳＲＬＩＲメッセージに対する応答としてＲＬＰ　ＳＲＬＩＡ（
Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ　Ａｎｓｗｅｒ）メッセージを前記Ｒ－ＳＬＰ３０に送信して前記測定された目的
ＳＥＴ１００の位置情報（ｐｏｓｒｅｓｕｌｔ）を伝送する（Ｓ２２）。
【００５１】
　その後、前記Ｒ－ＳＬＰ３０は、ＭＬＰ　ＳＬＩＡメッセージを利用して前記目的ＳＥ
Ｔ１００の位置情報を前記ＳＵＰＬエージェント１０に伝送する（Ｓ２３）。すなわち、
前記ＭＬＰ　ＳＬＩＡメッセージは、前記目的ＳＥＴ１００の位置情報を含み、前記段階
Ｓ１１での前記ＭＬＰ　ＳＬＩＲメッセージに対する応答メッセージである。
【００５２】
　従って、本発明によるＳＵＰＬローミング方法において、ネットワークのＳＬＰがＳＵ
ＰＬ手順を開始する場合、前記ネットワークのＳＬＰは、目的ＳＥＴとＴＣＰ接続を設定
し、目的ＳＥＴにＶ－ＳＬＰのＩＰアドレス及びポート番号を伝送した後、前記目的ＳＥ
Ｔと設定されたＴＣＰ接続を解除する。その後、前記受信されたＩＰアドレス及びポート
番号に該当するＶ－ＳＬＰ及び前記目的ＳＥＴがＴＣＰ接続を設定して前記目的ＳＥＴの
位置を測定するための手順を行った後、前記Ｖ－ＳＬＰが前記目的ＳＥＴとのＴＣＰ接続
を解除することにより、前記目的ＳＥＴは、２つのＴＣＰ接続（１つはＶ－ＳＬＰとの接
続、もう１つはＨ－ＳＬＰとの接続）を同時に維持しなくてもＳＵＰＬサービスを受信で
きる。
【００５３】
　本発明によると、ネットワーク要素（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｌｅｍｅｎｔ）であるＳＬＰ
は、目的端末（目的ＳＥＴ）の位置を実際に測定するエンティティであるＳＰＣ（ＳＵＰ
Ｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ）と、前記目的端末の位置情報の測定以外の
他のＳＬＰの機能を実行するＳＬＣ（ＳＵＰＬ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ）とか
ら構成される。例えば、前記ＳＬＣは、ローミング及びリソース管理機能を実行する。従
って、前記Ｈ－ＳＬＰ７０は、Ｈ－ＳＬＣ（ｈｏｍｅ　ＳＬＣ）７２とＨ－ＳＰＣ（ｈｏ
ｍｅ　ＳＰＣ）７４を含み、前記Ｖ－ＳＬＰ５０は、Ｖ－ＳＬＣ（ｖｉｓｉｔｅｄ　ＳＬ
Ｃ）５２とＶ－ＳＰＣ（ｖｉｓｉｔｅｄ　ＳＰＣ）５４を含む。従って、前記Ｈ－ＳＬＰ
の機能を実行するためにはＨ－ＳＬＣ７２とＨ－ＳＰＣ７４間で内部通信が実行されなけ
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ればならず、前記Ｖ－ＳＬＰの機能を実行するためにはＶ－ＳＬＣ５２とＶ－ＳＰＣ５４
間で内部通信が実行されなければならない。
【００５４】
　本発明は、訪問ネットワークと目的ＳＥＴ間の直接接続によりＳＵＰＬサービスが受信
される場合を考慮するので、前記Ｈ－ＳＰＣは除かれる。さらに、本発明において、訪問
ネットワークと目的ＳＥＴ間の直接接続によりＳＵＰＬサービスが受信される場合、目的
ＳＥＴがプロシキエンティティ機能を実行するＶ－ＳＬＣを経ずにＶ－ＳＰＣとの直接接
続により目的ＳＥＴの位置情報を測定する方法を提案する。
【００５５】
　図２は、ネットワークのＳＬＰがＳＵＰＬ手順を開始する場合の図１のＳＵＰＬローミ
ング方法の一例を示す。
【００５６】
　図２を参照すると、前記目的ＳＥＴ１００がＶ－ＳＬＣ５２及びＶ－ＳＰＣ５４を有す
る訪問ネットワークにローミングする場合、前記目的ＳＥＴ１００は、実際の位置測定機
能を実行する前記Ｖ－ＳＰＣ５４と直接接続を設定し、前記目的ＳＥＴ１００及び前記Ｖ
－ＳＰＣ５４は、前記目的ＳＥＴ１００の位置測定手順を行い、前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、
ローミング及びリソース管理機能を実行するＶ－ＳＬＣ５２と内部通信により必要な情報
を交換する。Ｈ－ＳＬＣ７２を含むＨ－ＳＬＰ７０は、前記目的ＳＥＴ１００の前記ホー
ムネットワークのＳＬＰである。
【００５７】
　図２を参照すると、段階Ｓ３１及びＳ３２の動作は、図１の段階Ｓ１１及びＳ１２の動
作と同一であるので、その詳細な説明は省略する。ＲＬＰ　ＳＲＬＩＲメッセージが前記
Ｒ－ＳＬＰ３０から受信されると、前記Ｈ－ＳＬＰ７０のＨ－ＳＬＣ７２は、Ｒ－ＳＬＰ
３０から受信されたｍｓ－ｉｄに該当する目的ＳＥＴ１００がローミングサービス領域に
属するか否かをルーティング情報を利用して確認し、前記目的ＳＥＴ１００がＳＵＰＬ機
能をサポートするか否かをＳＥＴルックアップテーブルを利用して確認する（Ｓ３３）。
前記Ｈ－ＳＬＣ７２は、前記現在の目的ＳＥＴがローミングサービス領域に属するか否か
を判断するためのルーティング情報と、前記現在の目的ＳＥＴがＳＵＰＬ機能をサポート
するか否かを判断するためのＳＥＴルックアップテーブルを管理する。
【００５８】
　前記目的ＳＥＴ１００がローミングサービス領域に属し、ＳＵＰＬ機能をサポートする
と判断される場合、前記Ｈ－ＳＬＣ７２は、前記目的ＳＥＴ１００にＳＵＰＬ　ＩＮＩＴ
メッセージを送信して目的ＳＥＴ１００とＳＵＰＬ手順を開始し（Ｓ３４）、前記目的Ｓ
ＥＴ１００とＴＣＰ接続を設定する。前記ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージは、少なくとも
ＳＵＰＬ手順を開始するためのＳＵＰＬセッションのセッションＩＤ、Ｈ－ＳＬＰ７０の
アドレス（Ｈ－ＳＬＰ　ａｄｄｒｅｓｓ）、及び使用される位置追跡方法（ｐｏｓｍｅｔ
ｈｏｄ）パラメータを含む。また、前記段階Ｓ３１で、前記目的ＳＥＴ１００に関するプ
ライバシー機能を確認した後、前記目的ＳＥＴ１００に位置情報に関する通知が必要な場
合、通知（ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）パラメータを含むことができる。前記目的ＳＥＴ
１００は、前記受信したＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージに前記通知パラメータが含まれる
場合、ユーザにより予め設定されたプライバシー関連規則を検証した後、関連手順を行う
。
【００５９】
　前記目的ＳＥＴ１００は、ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージを前記Ｈ－ＳＬＰ７０に送
信して位置測定セッション（ＳＵＰＬセッション）の開始を通知する（Ｓ３５）。前記Ｓ
ＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージは、少なくとも前記位置測定セッションのＩＤ（ｓｅｓｓ
ｉｏｎ－ｉｄ）、目的ＳＥＴ１００の性能（ＳＥＴ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）（目的
ＳＥＴ１００によりサポートされる位置追跡方法に関する性能を示すパラメータ）、ロケ
ーション識別子（ｌｉｄ）（例えば、目的ＳＥＴ１００が属する基地局のＩＤ）、ｓｙｓ
ｔｅｍ　ＩＤ（例えば、目的ＳＥＴ１００にサービスを提供するＢＳＣのＩＤ又はＭＳＣ
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のＩＤ）を含む。
【００６０】
　前記Ｈ－ＳＬＣ７２は、前記目的ＳＥＴ１００から受信されたＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメ
ッセージに含まれるｓｙｓｔｅｍ　ＩＤを確認してＶ－ＳＬＣを判断した後、ＲＬＰ　Ｓ
ＳＲＬＩＲメッセージにより前記判断されたＶ－ＳＬＣ５２に前記ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴ
メッセージを送信する（Ｓ３６）。前記段階Ｓ３６で、ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージ
は、図１の前記段階Ｓ１５でのＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージと同一である。
【００６１】
　前記Ｖ－ＳＬＰ５０のＶ－ＳＬＣ５２は、該当Ｖ－ＳＰＣ５４との内部初期化により位
置測定手順（ＳＵＰＬ　ＰＯＳ手順：位置追跡手順）準備が開始することを通知し、前記
ＲＬＰ－ＳＳＲＬＩＲメッセージに含まれる位置測定手順準備のための必要情報を前記Ｖ
－ＳＰＣ５４に伝送する。また、前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、前記Ｖ－ＳＬＣ５２から受信さ
れた情報に基づいて目的ＳＥＴ１００によりサポートされる位置追跡方法を把握し、前記
Ｖ－ＳＬＣ５２に前記Ｖ－ＳＰＣ５４のＩＰアドレス及びポート番号を提供する（Ｓ３７
）。
【００６２】
　その後、前記Ｖ－ＳＬＣ５２は、前記ＲＬＰ－ＳＳＲＬＩＲメッセージに対する応答と
してＲＬＰ－ＳＳＲＰ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＳＵＰＬ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｐｏｓｉｔｉｏ
ｎ）メッセージを前記Ｈ－ＳＬＣ７２に送信する（Ｓ３８）。前記ＲＬＰ－ＳＳＲＰメッ
セージは、少なくとも前記Ｖ－ＳＰＣ５４のＩＰアドレス及びポート番号を含む。
【００６３】
　次に、前記Ｈ－ＳＬＣ７２は、前記Ｖ－ＳＬＣ５２から受信した前記Ｖ－ＳＰＣ５４の
ＩＰアドレス及びポート番号、並びに前記目的ＳＥＴ１００とのＴＣＰ接続を解除するた
めのＴＣＰ接続のｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄなどをＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージに
より伝送する（Ｓ３９）。前記目的ＳＥＴ１００は、前記Ｈ－ＳＬＣ７２と設定されたＴ
ＣＰ接続を含む全てのリソースを解除する。ここで、前記ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメ
ッセージは、実質的にＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージの役割を果たし、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメ
ッセージに置き換えることができる。結果として、前記ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッ
セージは、少なくともＶ－ＳＰＣ５４のＩＰアドレス及びポート番号、並びに前記Ｈ－Ｓ
ＬＰ７２と目的ＳＥＴ１００間のＴＣＰ接続を解除するためのＳＵＰＬセッションＩＤを
含まなければならない。
【００６４】
　前記目的ＳＥＴ１００は、前記Ｈ－ＳＬＣ７２から受信したＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳ
Ｅメッセージに含まれるＩＰアドレス及びポート番号に該当するＶ－ＳＰＣ５４を把握し
、前記把握されたＶ－ＳＰＣ５４とＴＣＰ接続を設定するための準備を行う（Ｓ４０）。
すなわち、前記目的ＳＥＴは、前記ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージを受信すると、現在パ
ケットデータネットワークとデータ接続（ｄａｔａ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）が設定され
ているか否かを確認し、データ接続が設定されていない場合は、３ＧＰＰ又は３ＧＰＰ２
などのパケットデータネットワークとのデータ接続をセットアップする。
【００６５】
　その後、前記目的ＳＥＴ１００は、前記把握されたＶ－ＳＰＣ５４とＴＣＰ接続を設定
し、前記Ｖ－ＳＰＣ５４にＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージを送信する（Ｓ４１）
。前記ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージは、設定されたＳＵＰＬセッションのｓｅ
ｓｓｉｏｎ－ｉｄと前記目的ＳＥＴ１００の属する基地局のＩＤ（ｌｉｄ）を含む。次に
、前記目的ＳＥＴ１００の位置を測定するための位置追跡手順が目的ＳＥＴ１００とＶ－
ＳＰＣ５４間で開始する。
【００６６】
　まず、前記Ｖ－ＳＰＣ５４及び前記Ｖ－ＳＬＣ５２は、互いの内部通信により前記目的
ＳＥＴ１００の位置情報を概略的に類推する（Ｓ４２）。前記概略的な目的ＳＥＴ１００
の位置情報は、前記目的ＳＥＴ１００から受信されたｌｉｄ、すなわち、基地局のＩＤを
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利用して類推できる。前記概略的に類推された目的ＳＥＴ１００の位置情報が前記ＳＵＰ
Ｌエージェント１０が要求したＱｏＳを満足する場合、前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、位置測定
手順（ＳＵＰＬ　ＰＯＳ手順）（Ｓ４３）を行わなずに直ちにＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセー
ジを前記目的ＳＥＴ１００に送信してＳＵＰＬ手順の終了を通知する（Ｓ４４）。前記Ｓ
ＵＰＬ　ＥＮＤメッセージは、前記目的ＳＥＴ１００と前記Ｖ－ＳＰＣ５４間のＴＣＰ接
続を解除するためのｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄを含む。
【００６７】
　しかし、前記概略的に類推された目的ＳＥＴ１００の位置情報が前記ＱｏＳを満足しな
い場合、前記Ｖ－ＳＬＣ５２及び前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、ＳＵＰＬ　ＰＯＳ手順実行を準
備する（Ｓ４２）。前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、ＳＵＰＬ　ＰＯＳ手順実行のために前記目的
ＳＥＴ１００と連続的にメッセージを交換する。前記Ｖ－ＳＰＣ５４又は前記目的ＳＥＴ
１００は、位置追跡のために連続的に交換されたメッセージにより前記目的ＳＥＴ１００
の位置を測定する（Ｓ４３）。このような方式で、前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、前記目的ＳＥ
Ｔ１００の位置情報を取得する。
【００６８】
　前記目的ＳＥＴ１００の位置が取得されると、前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、ＳＵＰＬ　ＥＮ
Ｄメッセージを目的ＳＥＴ１００に送信してＳＵＰＬ手順の終了を通知する（Ｓ４４）。
前記ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージは、前記目的ＳＥＴ１００と前記Ｖ－ＳＰＣ５４間に設
定されたＴＣＰ接続を解除するためのセッションＩＤを含む。従って、前記Ｖ－ＳＰＣ５
４と前記目的ＳＥＴ１００間のＴＣＰ接続は解除される。また、前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、
前記Ｖ－ＳＬＣ５２との内部通信により前記Ｖ－ＳＬＣ５２に前記測定された目的ＳＥＴ
１００位置情報を伝送する（Ｓ４５）。
【００６９】
　その後、前記Ｖ－ＳＬＣ５２は、ＲＬＰ－ＳＳＲＰメッセージを前記Ｈ－ＳＬＣ７２に
送信し、前記ＲＬＰ－ＳＳＲＰメッセージは、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージ及び前記測定
された目的ＳＥＴ１００の位置情報（ｐｏｓｒｅｓｕｌｔ）を含む（Ｓ４６）。
【００７０】
　前記Ｈ－ＳＬＣ７２は、前記ＲＬＰ　ＳＲＬＩＲメッセージに対する応答としてＲＬＰ
　ＳＲＬＩＡメッセージを前記Ｒ－ＳＬＰ３０に送信して前記測定された目的ＳＥＴ１０
０の位置情報を伝送し（Ｓ４７）、前記Ｒ－ＳＬＰ３０は、前記ＭＬＰ　ＳＬＩＡメッセ
ージを利用して前記目的ＳＥＴ１００の位置情報をＳＵＰＬエージェント１０に伝送する
（Ｓ４８）。
【００７１】
　従って、目的ＳＥＴとＶ－ＳＰＣ間の直接接続による目的ＳＥＴの位置測定手順実行に
おいて、ネットワークのＳＬＰがＳＵＰＬ手順を開始すると、前記ネットワークのＳＬＰ
は、目的ＳＥＴとＴＣＰ接続を設定し、前記設定されたＳＵＰＬセッションにより目的Ｓ
ＥＴの属するｓｙｓｔｅｍ　ＩＤを受信し、前記ｓｙｓｔｅｍ　ＩＤを利用して該当Ｖ－
ＳＬＣを把握し、前記把握されたＶ－ＳＬＣからＶ－ＳＰＣのＩＰアドレス及びポート番
号情報を受信し、前記受信されたＶ－ＳＰＣのＩＰアドレス及びポート番号情報を目的Ｓ
ＥＴに伝送した後、前記目的ＳＥＴとのＴＣＰ接続を解除する。次に、前記目的ＳＥＴは
、前記受信されたＩＰアドレス及びポート番号に該当するＶ－ＳＰＣとＳＵＰＬセッショ
ンを直接設定し、前記目的ＳＥＴの位置測定手順が実行されると、前記Ｖ－ＳＰＣは、前
記目的ＳＥＴとのＴＣＰ接続を解除する。従って、本発明は、目的ＳＥＴとＨ－ＳＬＣ間
のＴＣＰ接続を設定し解除した後、目的ＳＥＴとＶ－ＳＰＣ間のＴＣＰ接続を設定し解除
することにより、目的ＳＥＴが２つのＴＣＰ接続を同時に維持する必要がなく、さらに、
目的ＳＥＴとＶ－ＳＰＣ間の直接接続により位置追跡手順が実行できる。
【００７２】
　図３は、本発明によるネットワークのＳＬＰがＳＵＰＬ手順を開始する場合のＳＵＰＬ
ローミング方法の他の例を示す。
【００７３】
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　図３を参照すると、前記目的ＳＥＴ１００は、実際位置測定機能を実行できるＶ－ＳＰ
Ｃ５４と直接接続を行う。前記目的ＳＥＴ１００及び前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、前記目的Ｓ
ＥＴ１００の位置測定手順を行う。前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、内部通信によりローミング及
びリソース管理を行うＶ－ＳＬＣ５２と必要な情報を交換する。
【００７４】
　図３を参照すると、前記段階Ｓ５１及びＳ５２は、図２の段階Ｓ３１及びＳ３２と同一
であるので、その詳細な説明は省略する。前記Ｒ－ＳＬＰ３０からＲＬＰ　ＳＲＬＩＲメ
ッセージが受信されると、前記Ｈ－ＳＬＣ７２は、前記Ｒ－ＳＬＰ３０から受信されたｍ
ｓ－ｉｄに該当する目的ＳＥＴ１００がローミングサービス領域に属するか否かをルーテ
ィング情報を利用して確認し、前記目的ＳＥＴ１００がＳＵＰＬ機能をサポートする否か
をＳＥＴルックアップテーブルを利用して確認する（Ｓ５３）。前記Ｈ－ＳＬＣ７２は、
目的ＳＥＴ１００がローミングサービス領域に属するか否かを判断するためのルーティン
グ情報と、前記現在の目的ＳＥＴ１００がＳＵＰＬ機能をサポートするか否かを判断する
ためのＳＥＴルックアップテーブルを管理する。
【００７５】
　前記目的ＳＥＴ１００がローミングサービス領域に属し、ＳＵＰＬ機能をサポートする
と判断される場合、前記Ｈ－ＳＬＣ７２は、前記ルーティング情報を利用して前記目的Ｓ
ＥＴ１００の属するＶ－ＳＬＣ５２を把握し、前記Ｖ－ＳＬＣ５２にＲＬＰ　ＳＳＲＬＩ
ＲメッセージによりＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージを送信する（Ｓ５４）。前記ＳＵＰ
Ｌ　ＳＴＡＲＴメッセージは、ＳＵＰＬセッションのｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄと前記目的Ｓ
ＥＴ１００のＩＤ（ｍｓｉｄ）を含む。
【００７６】
　前記Ｖ－ＳＬＣ５２は、該当Ｖ－ＳＰＣ５４との内部初期化により位置測定手順（ＳＵ
ＰＬ　ＰＯＳ手順：位置追跡手順）準備が開始することを通知し、前記ＲＬＰ－ＳＳＲＬ
ＩＲメッセージに含まれる位置測定手順準備のための必要情報を前記Ｖ－ＳＰＣ５４に伝
送し、前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、前記Ｖ－ＳＬＣ５２から受信された情報に基づいて目的Ｓ
ＥＴ１００によりサポートされる位置追跡方法を把握し、前記Ｖ－ＳＬＣ５２に前記Ｖ－
ＳＰＣ５４のＩＰアドレス及びポート番号を提供する（Ｓ５５）。その後、前記Ｖ－ＳＬ
Ｃ５２は、前記ＲＬＰ－ＳＳＲＬＩＲメッセージに対する応答としてＲＬＰ－ＳＳＲＰ（
Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＳＵＰＬ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ）（ＲＬＰ－ＳＳＲＬ
ＩＡ）メッセージをＨ－ＳＬＣ７２に送信する（Ｓ５６）。前記ＲＬＰ－ＳＳＲＰメッセ
ージは、前記Ｖ－ＳＰＣ５４のｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄ及びアドレスを含む。例えば、ＲＬ
Ｐ－ＳＳＲＰメッセージは、ｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄ並びに前記Ｖ－ＳＰＣ５４のＩＰアド
レス及びポート番号を含む。
【００７７】
　その後、前記Ｈ－ＳＬＰ７０は、ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージを前記目的ＳＥＴ１０
０に送信し、ＳＵＰＬ手順を開始する（Ｓ５７）。前記ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージは
、少なくとも、前記Ｖ－ＳＬＣ５２から受信された前記Ｖ－ＳＰＣ５４のＩＰアドレス及
びポート番号、ｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄ、並びに使用される位置追跡方法（ｐｏｓｍｅｔｈ
ｏｄ）パラメータを含む。また、目的ＳＥＴ１００のプライバシーのために目的ＳＥＴ１
００に位置情報に関する通知が必要な場合、前記ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージは、通知
パラメータを含む。
【００７８】
　目的ＳＥＴ１００は、前記Ｈ－ＳＬＣ７２から受信したＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージ
に含まれるＩＰアドレス及びポート番号に該当するＶ－ＳＰＣ５４を把握し、前記把握さ
れたＶ－ＳＰＣ５４とＴＣＰ接続を設定するための準備をする（Ｓ５８）。すなわち、前
記目的ＳＥＴ１００は、前記ＳＵＰＬ　ＩＮＩＴメッセージを受信した後、パケットデー
タネットワークとデータ接続が現在設定されているか否かを確認し、データ接続が設定さ
れていない場合、３ＧＰＰ又は３ＧＰＰ２などのパケットデータネットワークとのデータ
接続をセットアップする。
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【００７９】
　次に、前記目的ＳＥＴ１００は、前記把握されたＶ－ＳＰＣ５４とＴＣＰ接続を設定し
、前記Ｖ－ＳＰＣ５４にＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージを送信する（Ｓ５９）。
前記ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージは、設定されたＴＣＰ接続のｓｅｓｓｉｏｎ
－ｉｄ、前記目的ＳＥＴ１００の属する基地局のＩＤ（ｌｉｄ）及びＳＥＴ　ｃａｐａｂ
ｉｌｉｅｓ（目的ＳＥＴによりサポートされる位置追跡方法に関する性能を示すパラメー
タ）を含む。その後、前記目的ＳＥＴ１００の位置を測定するための位置追跡手順が目的
ＳＥＴ１００とＶ－ＳＰＣ５４間で開始する。
【００８０】
　その後、前記目的ＳＥＴ１００と前記Ｖ－ＳＰＣ５４間の直接ＴＣＰ接続により位置追
跡手順を行い、前記ＴＣＰ接続を解除し、測定された目的ＳＥＴ１００の位置情報をＳＵ
ＰＬエージェント１０に伝送する段階（Ｓ６０～Ｓ６６）が実行されるが、これは、図２
に示す段階Ｓ４２～Ｓ４８と同一であるので、これに関する説明は省略する。
【００８１】
　従って、目的ＳＥＴとＶ－ＳＰＣ間の直接接続により目的ＳＥＴの位置測定手順を行う
場合、ネットワークのＳＬＰがＳＵＰＬ手順を開始すると、ネットワーク側のＳＬＰ（す
なわち、Ｈ－ＳＬＰ及びＨ－ＳＬＣ）は、目的ＳＥＴとＴＣＰ接続を（目的ＳＥＴとＨ－
ＳＬＰ間に）設定する代わりに、Ｖ－ＳＬＣにＳＵＰＬ　ＰＯＳ手順準備が開始すること
を通知する。前記Ｖ－ＳＬＣが内部通信によりＶ－ＳＰＣから受信されたＶ－ＳＰＣのＩ
Ｐアドレス及びポート番号情報をＨ－ＳＬＣに提供すると、Ｈ－ＳＬＣは、受信したＶ－
ＳＰＣのＩＰアドレス及びポート番号情報を目的ＳＥＴに伝送してＳＵＰＬ手順を開始す
る。すなわち、図１及び図２の段階Ｓ１３及びＳ３４において記述された前記Ｈ－ＳＬＰ
と目的ＳＥＴ間の第１ＴＣＰ接続は、図３の例では全く設定されていない。
【００８２】
　その後、目的ＳＥＴは、前記受信したＩＰアドレス及びポート番号に該当するＶ－ＳＰ
ＣとＴＣＰ接続を直接設定し、そのＳＵＰＬセッションにおいて目的ＳＥＴの位置測定手
順が実行されると、前記Ｖ－ＳＰＣは、前記目的ＳＥＴとのＴＣＰ接続を解除する。
【００８３】
　従って、本発明は、Ｈ－ＳＬＣとＶ－ＳＬＣ間のＲＬＰ通信によりＶ－ＳＰＣのアドレ
ス情報を取得し、前記取得されたＶ－ＳＰＣのアドレスをＨ－ＳＬＣから目的ＳＥＴに伝
送し、目的ＳＥＴとＶ－ＳＰＣ間のＴＣＰ接続をオープンして解除する。すなわち、目的
ＳＥＴが複数のＴＣＰ接続を同時に維持する必要がなく、また、目的ＳＥＴとＶ－ＳＰＣ
間の直接接続により位置追跡手順を行うことができる。
【００８４】
　図示されてはいないが、図３の例において、ＩＰ接続により目的ＳＥＴとＨ－ＳＬＰ間
で特定セキュリティ対策や認証手順が実行できる。
【００８５】
　図４は、本発明の一実施形態による目的ＳＥＴがＳＵＰＬ手順を開始する場合のＳＵＰ
Ｌローミング方法を示す。
【００８６】
　図４を参照すると、前記目的ＳＥＴ１００が位置情報を要求する場合、目的ＳＥＴ１０
０は、ＳＵＰＬ手順を開始するためのＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージをＨ－ＳＬＰ７０
に送信する（Ｓ７１）。前記ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージは、ＳＵＰＬセッションＩ
Ｄ（ｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄ）、目的ＳＥＴ１００の性能（ＳＥＴ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｉ
ｅｓ）（目的ＳＥＴによりサポートされる位置追跡方法に関する性能を示すパラメータ）
、ロケーション識別子（ｌｉｄ）、ｓｙｓｔｅｍ　ＩＤ、ＱｏＳ、目的ＳＥＴ１００のＩ
Ｄ（ｍｓｉｄ）などを含む。
【００８７】
　ここで、目的ＳＥＴ１００とＨ－ＳＬＰ７０間に前記ＳＵＰＬセッションＩＤに該当す
るＴＣＰ接続が設定される。
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【００８８】
　前記Ｈ－ＳＬＰ７０は、前記目的ＳＥＴ１００から送信された前記ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲ
Ｔメッセージに含まれるｓｙｓｔｅｍ　ＩＤを確認して目的ＳＥＴ１００のためのＶ－Ｓ
ＬＰを判断した後、前記判断されたＶ－ＳＬＰ５０にＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージに
より前記ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージを送信する（Ｓ７２）。すなわち、前記Ｈ－Ｓ
ＬＰ７０は、ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージを生成して前記Ｖ－ＳＬＰ５０に送信し、
前記ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージは、ｓｅｓｓｉｏｏｎ－ｉｄ、ｍｓｉｄ、ＳＵＰＬ
　ＳＴＡＲＴメッセージ（ｓｕｐｌ　ｓｔａｒｔ）などを含む。
【００８９】
　前記Ｖ－ＳＬＰ５０は、前記目的ＳＥＴ１００によりサポートされる位置追跡方法を前
記ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージを検査して把握し、前記ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセ
ージの応答メッセージとしてＲＬＰ　ＳＳＲＰ（ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＡ）メッセージを前
記Ｈ－ＳＬＰ７０に送信する（Ｓ７３）。前記ＲＬＰ　ＳＳＲＰメッセージは、Ｖ－ＳＬ
Ｐ５０のＩＰアドレス及びポート番号、並びにｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄなどを含む。
【００９０】
　前記Ｈ－ＳＬＰ７０は、ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージに前記ＳＵＰＬセッシ
ョンＩＤ（ｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄ）、前記Ｖ－ＳＬＰ５０から受信されたＶ－ＳＬＰ５０
のＩＰアドレス及びポート番号情報を含め、前記ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージ
を目的ＳＥＴ１００に送信する（Ｓ７４）。
【００９１】
　その後、目的ＳＥＴ１００は、Ｈ－ＳＬＰ７０とのＴＣＰ接続を含む全てのリソースを
解除する。ここで、前記ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージは、実質的にＳＵＰＬ　
ＥＮＤメッセージの役割を果たし、ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージに置き換えることができ
る。Ｈ－ＳＬＰ７０と目的ＳＥＴ１００間のＴＣＰ接続を解除するためにＨ－ＳＬＰ７０
により目的ＳＥＴ１００に送信されるＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージの場合、前記ＳＵＰＬ
　ＥＮＤメッセージは、少なくともＶ－ＳＬＰ５０のＩＰアドレス及びポート番号、並び
に前記ＳＵＰＬセッションのＩＤを含まなければならない。
【００９２】
　また、目的ＳＥＴ１００は、前記ＩＰアドレス及び前記ポート番号に該当するＶ－ＳＬ
Ｐを把握した後、前記把握されたＶ－ＳＬＰ５０にＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセー
ジを送信する（Ｓ７５）。ここで、目的ＳＥＴ１００とＶ－ＳＬＰ５０間にはＴＣＰ接続
が設定され、目的ＳＥＴ１００の位置を測定するための実際の位置追跡手順が開始される
。前記ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージは、ｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄ、ｌｉｄ、ＳＥ
Ｔ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓなどを含む。
【００９３】
　その後、目的ＳＥＴ１００及びＶ－ＳＬＰ５０は、目的ＳＥＴ１００の位置情報を測定
するために連続的にメッセージを交換する。前記Ｖ－ＳＬＰ５０又は目的ＳＥＴ１００は
、位置追跡のための連続的に交換されたメッセージにより目的ＳＥＴ１００の位置を測定
する（Ｓ７６）。結果として、前記Ｖ－ＳＬＰ５０は、前記目的ＳＥＴ１００の前記測定
された位置情報を取得する。
【００９４】
　目的ＳＥＴ１００の位置が取得されると、前記Ｖ－ＳＬＰ５０は、前記Ｈ－ＳＬＰ７０
にＲＬＰ　ＳＳＲＰメッセージを送信し、前記測定された目的ＳＥＴ１００の位置情報（
ｐｏｓｒｅｓｕｌｔ）を伝送する（Ｓ７７）。また、Ｖ－ＳＬＰ５０は、ＳＵＰＬ　ＥＮ
Ｄメッセージを目的ＳＥＴ１００に送信してＳＵＰＬ手順の終了を通知する（Ｓ７８）。
ここで、前記段階Ｓ７７及びＳ７８の実行順序は考慮しない。前記ＳＵＰＬ　ＥＮＤメッ
セージは、前記目的ＳＥＴ１００とＶ－ＳＬＰ５０間に設定されたＴＣＰ接続を解除する
ためのセッションＩＤを含む。従って、目的ＳＥＴ１００は、Ｈ－ＳＬＰ７０とオープン
されたＴＣＰ接続を解除してＳＵＰＬ手順を終了する。
【００９５】
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　従って、図４のＳＵＰＬローミング方法において、目的ＳＥＴがＳＵＰＬ手順を開始す
る場合、前記目的ＳＥＴは、Ｈ－ＳＬＰとのＴＣＰ接続を設定し、Ｈ－ＳＬＰからＶ－Ｓ
ＬＰのＩＰアドレス及びポート番号を受信した後、前記Ｈ－ＳＬＰとのＴＣＰ接続を解除
する。次に、前記受信されたＩＰアドレス及びポート番号に該当するＶ－ＳＬＰと前記目
的ＳＥＴ間に他のＴＣＰ接続を設定し、目的ＳＥＴの位置を測定した後、前記Ｖ－ＳＬＰ
が前記目的ＳＥＴとのＴＣＰ接続を解除することにより、目的ＳＥＴは同時に２つのＴＣ
Ｐ接続を維持しなくてもＳＵＰＬサービスを受信できる。
【００９６】
　図５は、目的ＳＥＴ１００がＳＵＰＬサービスを要求する場合の本発明による図４のＳ
ＵＰＬローミング方法の一例を具体的に示す。
【００９７】
　図５を参照すると、目的ＳＥＴ１００は、実際的な位置測定機能を実行するＶ－ＳＰＣ
５４と直接接続を設定し、前記目的ＳＥＴ１００及び前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、目的ＳＥＴ
１００の位置測定手順を行い、前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、ローミング及びリソース管理機能
を実行するＶ－ＳＬＣ５２と内部通信により必要な情報を交換する。
【００９８】
　目的ＳＥＴ１００は、ＳＵＰＬ手順を開始するためのＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージ
を送信する前に、パケットデータネットワークとのデータ接続が設定されているか否かを
確認し、データ接続が設定されていない場合、３ＧＰＰ又は３ＧＰＰ２などのパケットデ
ータネットワークとデータ接続をセットアップする（Ｓ８１）。
【００９９】
　その後、目的ＳＥＴ１００は、Ｈ－ＳＬＣ７２にＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージを送
信してＳＵＰＬ手順を開始する（Ｓ８２）。前記ＳＵＰＬ　ＳＴＡＲＴメッセージは、少
なくともＳＵＰＬ手順を開始するためのＳＵＰＬセッションのセッションＩＤ、目的ＳＥ
Ｔ１００の性能（ＳＥＴ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ）（目的ＳＥＴ１００によりサポー
トされる位置追跡方法に関する性能を示すパラメータ）、ロケーション識別子（ｌｉｄ）
、ｓｙｓｔｅｍ　ＩＤ、ＱｏＳを含む。ここで、前記ＳＵＰＬセッションＩＤに対応する
ＴＣＰ接続が目的ＳＥＴ１００とＨ－ＳＬＰ７０間に設定される。
【０１００】
　Ｈ－ＳＬＣ７２は、各目的ＳＥＴに関するルーティング情報を管理するが、前記ルーテ
ィング情報を利用して前記現在目的ＳＥＴ１００がローミングサービス領域（訪問ネット
ワーク領域）に位置するか否かを確認する（Ｓ８３）。前記目的ＳＥＴ１００がローミン
グサービス領域に位置する場合、前記Ｈ－ＳＬＣ７２は、前記受信したＳＵＰＬ　ＳＴＡ
ＲＴメッセージに含まれるｓｙｓｔｅｍ　ＩＤに基づいてＶ－ＳＬＣ５２にＲＬＰ　ＳＳ
ＲＬＩＲメッセージを送信する（Ｓ８４）。前記ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲメッセージは、少
なくとも目的ＳＥＴ１００のＩＤ（ｍｓｉｄ）、ｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄ、及びＳＵＰＬ　
ＳＴＡＲＴメッセージを含む。
【０１０１】
　Ｖ－ＳＬＣ５２は、内部初期化によりＳＵＰＬ　ＰＯＳ手順（位置追跡手順）準備が開
始することを通知し、前記ＲＬＰ－ＳＳＲＬＩＲメッセージに含まれる位置測定手順準備
のために必要な情報を前記Ｖ－ＳＰＣ５４に伝送する。前記Ｖ－ＳＰＣ５４は、前記Ｖ－
ＳＬＣ５２から受信された情報に基づいて目的ＳＥＴ１００によりサポートされる位置追
跡方法を把握し、前記Ｖ－ＳＰＣ５４のＩＰアドレス及びポート番号を前記Ｖ－ＳＬＣ５
２に提供する（Ｓ８５）。
【０１０２】
　その後、Ｖ－ＳＬＣ５２は、前記ＲＬＰ－ＳＳＲＬＩＲメッセージの応答としてＲＬＰ
－ＳＳＲＰ（ＲＬＰ－ＳＳＲＬＩＡ）メッセージを前記Ｈ－ＳＬＣ７２に送信する（Ｓ８
６）。前記ＲＬＰ－ＳＳＲＰメッセージは、少なくとも前記Ｖ－ＳＰＣ５４のＩＰアドレ
ス及びポート番号を含む。
【０１０３】
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　Ｈ－ＳＬＣ７２は、前記Ｖ－ＳＬＣ５２から提供された前記Ｖ－ＳＰＣ５４のＩＰアド
レス及びポート番号、並びに目的ＳＥＴ１００とのＴＣＰ接続解除のためのＴＣＰ接続の
ｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄなどをＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥメッセージにより目的ＳＥＴ１
００に伝送する（Ｓ８７）。その後、目的ＳＥＴ１００は、Ｈ－ＳＬＣ７２とのＴＣＰ接
続のための全てのリソースを解除し、Ｈ－ＳＬＣ７２とＴＣＰ接続を解除する。
【０１０４】
　その後、前記目的ＳＥＴ１００は、前記受信されたＩＰアドレス及びポート番号に該当
するＶ－ＳＰＣ５４とＴＣＰ接続を設定し、前記Ｖ－ＳＰＣ５４にＳＵＰＬ　ＰＯＳ　Ｉ
ＮＩＴメッセージを送信する（Ｓ８８）。前記ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴメッセージは
、設定されたＴＣＰ接続のｓｅｓｓｉｏｎ－ｉｄ及び前記目的ＳＥＴ１００が位置する基
地局ＩＤ（ｌｉｄ）などを含む。
【０１０５】
　次に、目的ＳＥＴ１００の位置を測定するための位置追跡手順が目的ＳＥＴ１００とＶ
－ＳＰＣ５４間で開始され、段階Ｓ８９～Ｓ９３が実行される。段階Ｓ８９～Ｓ９３の動
作は、図２の段階Ｓ４２～Ｓ４６の動作と同様の方法で実行されるので、これに関する説
明は省略する。
【０１０６】
　従って、目的ＳＥＴとＶ－ＳＰＣ間の直接接続により目的ＳＥＴの位置測定手順を行う
場合、目的ＳＥＴがＳＵＰＬ手順を開始すると、前記目的ＳＥＴは、Ｈ－ＳＬＣとＴＣＰ
接続を設定し、Ｈ－ＳＬＣは、Ｖ－ＳＬＣからＶ－ＳＰＣのアドレスを受信し、前記設定
されたＴＣＰ接続により目的ＳＥＴに前記Ｖ－ＳＰＣのアドレスを伝送した後、目的ＳＥ
ＴとＨ－ＳＬＣ間の前記設定されたＴＣＰ接続を解除する。次に、目的ＳＥＴは、前記受
信されたＶ－ＳＰＣのアドレスに該当するＶ－ＳＰＣと直接ＴＣＰ接続を設定し、そのＴ
ＣＰ接続により目的ＳＥＴの位置測定手順が実行されると、Ｖ－ＳＰＣは、前記目的ＳＥ
ＴとのＴＣＰ接続を解除する。従って、本発明は、目的ＳＥＴとＨ－ＳＬＣ間に第１ＴＣ
Ｐ接続を設定し解除した後、目的ＳＥＴとＶ－ＳＰＣ間に第２ＴＣＰ接続を設定し解除す
ることにより、目的ＳＥＴが２つのＴＣＰ接続を同時に維持する必要がなく、また、目的
ＳＥＴとＶ－ＳＰＣ間の直接接続により位置測定手順を行うことができる。
【０１０７】
　以上、本発明の実施形態により構成要素間で交換される各メッセージ（ＳＵＰＬ　ＳＴ
ＡＲＴ、ＲＬＰ　ＳＳＲＬＩＲ、ＲＬＰ　ＳＳＲＰ、ＳＵＰＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ、ＳＵ
ＰＬ　ＩＮＩＴ、ＳＵＰＬ　ＰＯＳ　ＩＮＩＴなど）のコンテンツの全体又は一部を図示
して説明した。しかし、これらのメッセージは、具体的な言及がなくても他の情報やデー
タを含むことができることを理解できるであろう。
【０１０８】
　本発明の方法の処理段階は、コンピュータプログラムコード／指示事項を実行できる１
つ以上のコンピュータプロセッサにより実現される。そのコンピュータプログラムコード
は、目的ＳＥＴ、Ｈ－ＳＬＰ、Ｖ－ＳＬＰ、Ｒ－ＳＬＰなどのシステムのいずれかの構成
要素で提供されるか、又はこれに関連した１つ以上のコンピュータ可読媒体により具体化
でき、公知のコンピュータプログラム言語で作成される。
【０１０９】
　前述した実施形態と利点は本発明を制限するものでなく、単なる例示にすぎない。本発
明は、他の形態の装置にも容易に適用できる。本発明の説明は特許請求の範囲を制限する
ものでなく、単なる説明の便宜のためのものである。当該技術分野における通常の知識を
有する者であれば多様な変更、変形、及び均等な他の実施例が可能であることを理解でき
るであろう。請求項において、ミーンズプラスファンクションクレームは列挙された機能
を実行するものであり、ここに記載された構造、構造的同等物だけでなく均等な構造をも
含む。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
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　本発明の理解を容易にするために添付されたものであり、同一の参照番号は、同一の構
成要素を示す。
【図１】本発明によるネットワークのＳＬＰがＳＵＰＬ手順を開始する場合のＳＵＰＬロ
ーミング方法を示す図である。
【図２】本発明による図１のＳＵＰＬローミング方法の一例を具体的に示す図である。
【図３】本発明によるネットワークのＳＬＰがＳＵＰＬ手順を開始する場合のＳＵＰＬロ
ーミング方法の他の例を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態による目的ＳＥＴがＳＵＰＬ手順を開始する場合のＳＵＰＬ
ローミング方法を示す図である。
【図５】本発明による図４のＳＵＰＬローミング方法の一例を具体的に示す図である。

【図１】 【図２】
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【図５】
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